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解　
　

題

調
査
経
緯

　

本
所
所
蔵
『
延
文
五
年
桂
宮
院
伝
法
灌
頂
私
記
』（
架
蔵
番
号
：0414-3

、H
i-

CA
T
 Plus

よ
り
画
像
閲
覧
可
）
は
延
文
五
年
（
一
三
六
〇
）
に
行
わ
れ
た
広
隆
寺

桂
宮
院
に
お
け
る
伝
法
灌
頂
の
記
録
で
、
二
〇
一
七
年
に
本
所
が
購
入
し
た
も
の
で

あ
る
。
二
〇
二
一
年
度
本
所
一
般
共
同
研
究
『
修
理
の
知
見
を
踏
ま
え
た
中
世
真
言

密
教
聖
教
・
紙
背
文
書
の
史
料
学
的
分
析
』（
共
同
研
究
員
：
稲
穂
将
士
・
藤
原
重

雄
・
堀
川
康
史
・
三
輪
眞
嗣
（
代
表
））
で
は
聖
教
・
紙
背
文
書
を
翻
刻
し
内
容
を

検
討
す
る
と
と
も
に
、
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
に
お
い
て
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵

聖
教
の
、
京
都
府
立
丹
後
郷
土
資
料
館
に
お
い
て
紙
背
文
書
と
関
わ
り
の
深
い
南
北

朝
期
丹
後
国
関
係
史
料
の
調
査
・
撮
影
を
行
っ
た
。
ま
た
、
貼
紙
の
位
置
や
錯
簡
の

訂
正
を
目
的
に
、
解
体
修
理
を
鈴
木
晴
彦
氏
（
国
宝
修
理
装
潢
師
連
盟
主
任
技
師
認

定
）
に
依
頼
し
、
料
紙
調
査
を
本
所
の
髙
島
晶
彦
・
渋
谷
綾
子
に
依
頼
し
た
。
本
稿

で
は
以
上
の
調
査
成
果
を
踏
ま
え
、聖
教
・
紙
背
文
書
の
翻
刻
・
解
説
を
掲
載
す
る
。

聖
教
に
つ
い
て
の
解
説
は
三
輪
が
、
紙
背
文
書
に
つ
い
て
の
解
説
は
堀
川
が
そ
れ
ぞ

れ
執
筆
し
た
。

書
誌
情
報

　

後
補
表
紙
外
題
「
伝
法
灌
頂
私
記
延
文
五
年

十
月
十
日
桂
宮
院
方
」。
内
題
「
桂
宮
院
伝
法
灌

頂
記
堂
上
儀

　
　
　

」。
内
題
は
「
伝
法
灌
頂
記
」
だ
が
、
後
述
す
る
理
由
か
ら
本
稿
で
は
外

題
の
「
伝
法
灌
頂
私
記
」
を
史
料
名
と
し
て
採
用
し
た
。
尾
題
な
し
。
も
と
巻
子
装

（
軸
な
し
）、
本
紙
楮
紙
、
も
と
全
九
紙
（
脱
落
あ
る
か
）。
法
量
は
次
頁
の
表
の
通

り
。
表
紙
は
東
寺
宝
輪
院
宗
承
（
一
四
四
三
～
一
五
二
五
）
に
よ
る
後
補
。
第
五
紙

裏
に
貼
紙
Ａ
、
第
八
紙
表
に
貼
紙
Ｂ
が
付
属
し
、
内
容
か
ら
貼
紙
Ａ
は
第
一
・
二
紙

の
間
、
貼
紙
Ｂ
は
第
八
・
九
紙
の
間
に
入
る
の
が
本
来
の
配
列
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
同
じ
く
内
容
か
ら
、
第
三
紙
は
本
来
第
六
・
七
紙
の
間
に
入
る
べ
き
も
の
で
あ

り
、
現
状
は
錯
簡
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
て
原
状
に
近
い
か
た
ち

に
配
列
し
な
お
し
、
表
の
通
り
、
新
た
に
紙
数
を
振
り
直
し
た
（
全
十
一
紙
。
現
在

は
一
紙
ご
と
に
保
管
）。
以
下
、
特
に
断
わ
ら
な
い
限
り
、
本
稿
で
は
修
正
後
の
紙

数
を
用
い
る
。

　

本
史
料
に
は
宝
輪
院
宗
承
に
よ
り
後
補
表
紙
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宗
承

の
も
と
で
収
集
・
補
修
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
宗
承
は
東
寺
関
係
の
諸
記
録
を
編

纂
・
書
写
、
収
集
・
整
理
、
修
理
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
宗
承
関
係
史
料
の
一

部
は
巷
間
に
流
出
し
て
お
り
、
本
所
で
も
『
伝
法
灌
頂
雑
記
草
案
幷
紙
背
文
書
』（
未

整
理
）・『
東
寺
宝
輪
院
宗
承
・
覚
寿
授
法
記
』（
架
蔵
番
号
：0016—5

）
の
二
点
を

（
１
）

史
料
紹
介延

文
五
年
桂
宮
院
伝
法
灌
頂
私
記
・
同
紙
背
文
書

堀　
　

川　
　

康　
　

史 

三　
　

輪　
　

眞　
　

嗣



（　 ）　延文五年桂宮院伝法灌頂私記・同紙背文書（堀川・三輪）107

所
蔵
し
て
い
る
。
今
回
紹
介
す
る
『
延
文
五
年
桂
宮
院
伝
法
灌
頂
私
記
』
は
宗
承
関

係
史
料
の
全
体
像
把
握
の
一
助
と
も
な
る
。

　

以
下
本
論
で
検
討
し
て
い
く
通
り
、
本
史
料
は
真
言
密
教
寺
院
と
律
院
と
の
関
わ

り
や
、
真
言
僧
と
律
僧
が
共
同
で
行
っ
た
伝
法
灌
頂
の
様
子
、
そ
の
作
法
次
第
を
決

定
し
て
い
く
経
緯
、
東
寺
教
学
に
お
け
る
桂
宮
院
流
の
位
置
づ
け
な
ど
を
知
る
う
え

で
興
味
深
い
史
料
で
あ
る
。
ま
た
、
紙
背
文
書
に
は
延
文
五
年
の
丹
後
国
の
軍
事
情

勢
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
な
か
に
は
従
来
は
知
ら
れ
て
い
な
い
室

町
幕
府
政
治
史
に
関
わ
る
貴
重
な
情
報
も
含
ま
れ
る
。
聖
教
・
紙
背
文
書
と
も
に
注

目
に
値
す
る
史
料
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

第
一
章　
『
延
文
五
年
桂
宮
院
伝
法
灌
頂
私
記
』
に
つ
い
て

　
『
延
文
五
年
桂
宮
院
伝
法
灌
頂
私
記
』（
以
下
、
本
書
）
は
、
広
隆
寺
内
部
の
律
院

桂
宮
院
に
伝
わ
っ
た
法
流
の
伝
法
灌
頂
の
記
録
で
あ
る
。
広
隆
寺
は
仁
和
寺
末
で
、

大
阿
闍
梨
の
道
淵
は
仁
和
寺
菩
提
院
主
、
受
者
は
桂
宮
院
の
暁
海
・
観
海
、
職
衆
は

仁
和
寺
僧
が
務
め
て
お
り
、
真
言
密
教
寺
院
と
律
院
と
の
関
わ
り
を
具
体
的
に
示
す

史
料
と
い
え
る
。

　

桂
宮
院
は
鎌
倉
期
に
中
観
上
人
澄
禅
が
再
興
し
た
律
院
で
あ
る
。
桂
宮
院
と
澄
禅

に
つ
い
て
は
一
定
の
研
究
蓄
積
が
あ
る
が
、
橋
川
正
氏
に
よ
る
広
隆
寺
の
通
史
的
叙

述
を
除
く
と
、
検
討
時
期
は
概
ね
鎌
倉
期
ま
で
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
本
書
は
、
南

北
朝
期
の
桂
宮
院
に
関
す
る
情
報
を
有
し
て
お
り
、
他
流
の
様
々
な
先
例
を
収
集
し

つ
つ
、
伝
法
灌
頂
の
作
法
を
決
定
し
て
い
く
経
緯
も
記
さ
れ
て
い
る
。
本
章
で
は
本

書
の
形
態
・
構
成
・
内
容
を
検
討
し
、
史
料
的
性
格
を
考
察
す
る
。

第
一
節　

形
態
と
構
成

　

本
節
で
は
錯
簡
の
訂
正
に
至
る
検
討
を
述
べ
る
。
以
下
、
本
節
で
は
便
宜
的
に
錯

簡
訂
正
前
の
紙
継
順
を
第
①
紙
、
訂
正
後
を
第
１
紙
と
表
記
す
る
。

第
③
紙
の
位
置　

錯
簡
訂
正
前
の
状
態
で
本
書
を
通
読
す
る
と
、
第
②
紙
と
第
③
紙

（
２
）

訂正前紙数 訂正後紙数 内容 紙背 法量（縦・横）
後補表紙 後補表紙 血脈図（宝輪院宗承筆） ― 26.4×20.4

１ １ 阿闍梨・受者、当流伝来事 ①五郎書状封紙ウハ書 26.5×29.3
５紙裏貼紙Ａ ２ 同壇事 ②11月４日□雅書状（中） 26.5×7.7

２ ３ 同壇先例 ②11月４日□雅書状（後） 26.6×38.3

４ ４ 堂上一行列事、有三摩耶
戒無還列事 ②11月４日□雅書状（前） 26.6×29.9

５ ５ （同前）、畳一帖歟、又二
帖歟事 ③（11月）11日某書状（前） 27.1×38.2

６ ６ 無還列之時、受者外陣可
着座歟否事 ③（11月）11日某書状（後） 27.1×26.2

３ ７ 同壇時、誦経物幷諷誦文
等一通歟二通歟事 ④11月12日成恵書状 27.0×39.1

７ ８ 十弟子事 ⑤ ９月26日仁和寺菩提院
道淵書状 28.3×23.2

８ ９ 延文５年10月日伝法灌頂
職衆請定案 ― 28.1×39.5

８紙表貼紙Ｂ 10 請定事 ⑥11月５日□□書状 28.4×9.6

９ 11 延文５年10月日鎮守読経
衆請定案 ― 28.3×39.6
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の
つ
な
が
り
が
不
自
然
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
第
②
紙
で
は
宇
多
法
皇
以
下
の
伝

法
灌
頂
の
先
例
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
第
③
紙
は
誦
経
物
・
諷
誦
文
の
話
題
で
始

ま
っ
て
お
り
、
連
続
性
に
乏
し
い
。

　

ま
た
、
第
④
紙
の
冒
頭
に
は
、
以
上
の
先
例
は
嘉
例
で
あ
る
か
ら
、
同
壇
で
行
う

こ
と
を
許
可
し
た
と
記
さ
れ
る
。
し
か
し
、
第
③
紙
冒
頭
の
「
同
壇
時
、
誦
経
物
幷

諷
誦
文
等
一
通
歟
二
通
歟
事
」
は
、
同
壇
そ
の
も
の
の
先
例
と
は
い
い
が
た
く
、
第

④
紙
の
直
前
に
記
載
さ
れ
る
「
承
仕
事
」
も
同
壇
と
は
関
係
が
な
い
。
以
上
の
こ
と

か
ら
、
第
③
紙
は
本
来
別
の
位
置
に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

一
方
、
第
④
～
⑥
紙
の
文
章
が
連
続
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
書

の
解
体
修
理
後
、
第
③
紙
を
第
⑥
紙
の
後
に
移
動
し
た
と
こ
ろ
、
第
⑦
紙
と
紙
継
目

上
の
虫
損
の
位
置
が
合
致
し
た（
も
と
は
上
部
で
揃
え
て
貼
り
継
い
だ
か
）。さ
ら
に
、

第
④
紙
の
「
相
尋
上
醍
醐
公
顕
僧
都
処
、
少
々
出
勘
例
畢
、
左
載
之
」
と
い
う
記
述

は
、
第
③
紙
の
「
已
上
篇
目
者
、
公
顕
僧
都
説
載
之
了
」
と
対
応
す
る
。
以
上
か
ら

第
③
紙
は
第
⑥
・
⑦
紙
の
間
に
収
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。

貼
紙
の
位
置　

本
書
に
は
第
⑤
紙
裏
と
第
⑧
表
に
貼
紙
Ａ
・
Ｂ
（
縦
長
は
本
紙
と
同

じ
）
が
付
属
し
て
い
た
。
貼
紙
Ａ
は
「
同
壇
事
」
と
題
し
、
同
壇
の
先
例
を
左
に
載

せ
る
と
記
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
同
壇
の
先
例
を
列
記
し
た
第
②
紙
に
連
続
す
る
。
今

回
の
伝
法
灌
頂
の
経
緯
を
述
べ
た
第
①
紙
に
対
し
、
第
②
紙
で
は
冒
頭
か
ら
先
例
の

列
記
が
始
ま
っ
て
お
り
、
唐
突
の
感
が
あ
っ
た
が
、
貼
紙
Ａ
を
補
う
こ
と
で
不
自
然

さ
は
解
消
さ
れ
る
。
他
方
、
貼
紙
Ｂ
に
は
職
衆
請
定
に
関
す
る
説
明
と
「
鎮
守
読
経

衆
請
定
事
」
の
一
つ
書
が
あ
る
。
前
者
は
第
⑧
紙
、
後
者
は
第
⑨
紙
に
当
た
る
の
で
、

貼
紙
Ｂ
は
第
⑧
・
⑨
紙
の
間
に
収
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
検
討
か
ら
、
本
来
の
紙
継
順
は
①
→
貼
紙
Ａ
→
②
→
④
～
⑥
→
③
→
⑦
→

⑧
→
貼
紙
Ｂ
→
⑨
と
確
定
で
き
る
（
表
）。

　

た
だ
し
、
第
１
紙
の
「
大
ア
サ
リ
法
印
権
大
僧
都
道

」
か
ら
延
び
る
墨
線
が
紙

継
目
で
消
え
て
お
り
、
本
来
第
１
紙
と
第
２
紙
（
も
と
貼
紙
Ａ
）
の
間
に
大
阿
闍
梨

と
受
者
の
情
報
を
記
し
た
料
紙
が
あ
っ
た
が
、
編
集
の
過
程
で
削
除
さ
れ
た
可
能
性

も
想
定
し
う
る
。
な
お
、
本
書
は
一
覧
し
て
わ
か
る
通
り
、
重
ね
書
き
や
墨
線
に
よ

る
抹
消
・
挿
入
が
多
く
、
草
稿
と
見
ら
れ
る
。
第
１
紙
の
墨
線
は
そ
う
し
た
訂
正
の

一
環
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
節　

記
主
と
内
容

　

本
節
で
は
、桂
宮
院
に
お
い
て
道
淵
か
ら
暁
海（
俊
一
上
人
）・
観
海（
戒
命
上
人
）

両
人
に
対
し
て
伝
法
灌
頂
が
行
わ
れ
た
経
緯
を
確
認
し
、
記
主
の
考
察
を
行
う
と
と

も
に
、
伝
法
灌
頂
に
関
す
る
個
別
の
記
述
を
紹
介
す
る
。

（
一
）
伝
法
灌
頂
の
経
緯

　
「
当
流
伝
来
事
」（
第
一
紙
）
に
は
、
桂
宮
院
に
伝
わ
る
法
流
に
つ
い
て
、
親
快
→

澄
禅
（
中
観
上
人
）
→
性
融
（
覚
尓
上
人
）
→
印
玄
（
文
妙
上
人
）
→
禅
喜
・
道
淵

と
い
う
相
承
過
程
が
記
さ
れ
る
。
親
快
か
ら
伝
わ
っ
た
の
は
小
野
・
三
宝
院
流
の
地

蔵
院
方
の
法
流
（
以
下
、
地
蔵
院
流
と
す
る
。
澄
禅
に
始
ま
る
法
流
を
特
に
桂
宮
院

流
と
す
る
）
で
あ
る
。
澄
禅
の
宗
教
活
動
に
つ
い
て
は
追
塩
千
尋
氏
の
論
考
に
詳
し

く
、
東
大
寺
の
智
舜
・
円
照
か
ら
三
論
教
学
を
学
び
、
西
大
寺
叡
尊
の
戒
律
の
系
譜

を
引
い
て
い
る
。
密
教
関
係
で
は
、
文
永
十
年
（
一
二
七
三
）
に
親
快
か
ら
受
法
し

て
い
る
。
醍
醐
寺
座
主
を
望
む
も
果
た
せ
な
か
っ
た
親
快
は
、
後
に
桂
宮
院
に
転
住

し
た
と
い
わ
れ
、
澄
禅
と
の
良
好
な
関
係
が
う
か
が
え
る
。

　
「
当
流
伝
来
事
」
の
記
述
の
な
か
で
、
第
二
代
長
老
性
融
か
ら
「
三
論
嫡
弟
」
の

貞
海
（
専
戒
上
人
）
が
桂
宮
院
を
継
承
し
、
印
玄
が
「
密
宗
写
瓶
」
と
し
て
法
流
を

相
続
し
た
と
あ
る
点
は
、
澄
禅
以
後
の
桂
宮
院
を
知
る
上
で
貴
重
な
情
報
で
あ
る
。

橋
川
氏
は
、
桂
宮
院
流
は
澄
禅
→
性
融
→
貞
海
→
皎
禅
（
環
恵
上
人
）
→
暁
尊
（
光

一
房
）
と
相
承
さ
れ
た
と
す
る
が
、
本
書
の
記
述
に
し
た
が
え
ば
貞
海
と
皎
禅
の
間

に
暁
海
が
入
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、『
桂
宮
院
長
老
次
第
』
に
は
、
澄
禅
以
降
の
長

老
と
し
て
覚
尓
上
人
性
融
、
専
戒
上
人
貞
海
、
入
真
上
人
澄
賢
、
静
月
上
人
㝣
暁
、

俊
一
上
人
暁
海
、
環
恵
上
人
皎
禅
と
い
う
桂
宮
院
長
老
の
継
承
次
第
が
記
さ
れ
て
い

（
淵
）

（
３
）
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る
。
本
書
に
は
澄
賢
、
㝣
暁
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
が
、
こ
の
史
料
に
よ
っ
て
暁

海
が
の
ち
に
桂
宮
院
長
老
に
就
い
た
こ
と
は
確
か
め
ら
れ
る
。
前
述
の
通
り
本
書
に

は
貞
海
が
「
三
論
嫡
弟
」
と
し
て
桂
宮
院
長
老
を
継
承
し
た
と
あ
る
が
、
今
回
の
伝

法
灌
頂
の
十
弟
子
に
は
、
受
者
の
三
論
教
学
の
弟
子
が
加
わ
っ
て
お
り
、
暁
海
自
身

も
三
論
教
学
を
学
ん
で
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
書
は
史
料

の
乏
し
い
南
北
朝
期
の
桂
宮
院
長
老
の
継
承
や
法
流
相
承
に
関
す
る
貴
重
な
情
報
を

含
ん
で
い
る
。

　

次
に
伝
法
灌
頂
の
関
係
者
の
う
ち
、
印
玄
と
道
淵
を
紹
介
す
る
。
性
融
の
「
密
宗

写
瓶
」
の
弟
子
で
あ
っ
た
印
玄
（
寺
主
承
禅
息
）
は
仁
和
寺
尊
寿
院
主
。
真
光
院
禅

助
か
ら
灌
頂
を
受
け
、
性
融
か
ら
重
受
し
、
伝
法
院
流
・
金
剛
王
院
流
・
中
院
流
・

常
喜
院
流
な
ど
東
密
諸
流
を
相
承
し
た
。
遁
世
し
て
文
妙
上
人
と
号
し
、
北
長
尾
の

地
に
法
住
庵
を
構
え
、
貞
和
二
年
（
一
三
四
六
）
に
没
し
た
。

　

伝
法
灌
頂
の
大
阿
闍
梨
で
あ
る
道
淵
（
源
通
時
息
、
源
通
顕
猶
子
）
は
仁
和
寺
菩

提
院
主
。
印
玄
か
ら
西
院
流
・
伝
法
院
流
・
常
喜
院
流
な
ど
を
受
法
し
た
。
道
淵
は

建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
に
権
大
僧
都
と
な
り
、
貞
治
二
年
（
一
三
六
三
）
に
は
東

寺
御
影
供
執
事
を
務
め
た
。
同
年
に
東
寺
二
長
者
に
昇
り
、
翌
年
僧
正
に
昇
進
し
た
。

武
家
護
持
僧
を
務
め
た
こ
と
も
知
ら
れ
、
応
安
元
年
（
一
三
六
八
）
に
は
足
利
義
詮

の
百
箇
日
法
要
と
し
て
開
催
さ
れ
た
等
持
寺
結
縁
灌
頂
の
大
阿
闍
梨
を
務
め
て
い

る
。
至
徳
元
年
（
一
三
八
四
）
に
没
し
た
。

　
「
当
流
伝
来
事
」
に
よ
る
と
、
道
淵
は
印
玄
か
ら
受
法
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
点
は
、『
野
沢
血
脈
集
』
か
ら
も
印
玄
→
禅
喜
・
道
淵
の
相
承
が
確
認
で
き
る

（『
真
言
宗
全
書
』
三
九
巻
所
収
『
野
沢
血
脈
集
』
巻
第
三
）。
し
か
し
、
道
淵
自
身

が
文
和
二
年
（
一
三
五
三
）
に
記
し
た
『
伝
法
灌
頂
事
三
宝
院
方

　
　
　
　

』（「
仁
和
寺
御
経
蔵

聖
教
」
一
七
函
一
二
四
）
に
は
次
の
記
述
が
あ
る
。

　
　
　

当
流
灌
頂
式
事

　
　

 

延
命
院
具
支
灌
頂
儀
式
一
巻
、
権
僧
正
作
三
巻
、
而
権
僧
正
以
具
支
灌
頂
式
三

昧
耶
戒
段
幷
権
僧
正
作
初
後
夜
式
、
被
授
定
海
僧
正
之
後
、
此
流
相
伝
如
此
、

仍
他
流
ニ
ハ
三
マ
ヤ
戒
式
僧
正
制
作
無
之
間
如
此
云
々
、
全
無
其
儀
者
也
、
且

御
室
御
相
伝
三
宝
院
流
幷
理
性
院
等
皆
用
此
式
、
爰
往
古
式
依
不
委
細
不
審
多

之
、
仍
中
観
上
人
親
受
親
快
法
印
直
説
、
令
制
今
両
巻
初
後
合

一
巻　

、
法
印
令
披
閲

感
歎
再
三
云
々
、
仍
以
彼
式
為
当
流
之
本
式
者
也
、

　
　

 

凡
当
流
灌
頂
作
法
、
対
文
妙
上
人
予
未
受
口
決
、
仍
以
禅
喜
僧
都
記
大
概
記
之

而
已
、

　

澄
禅
が
親
快
か
ら
伝
法
灌
頂
に
つ
い
て
直
説
を
受
け
、
そ
れ
を
二
巻
の
灌
頂
式
に

ま
と
め
た
も
の
を
、
親
快
が
閲
覧
し
「
当
流
之
本
式
」
と
定
め
た
と
す
る
傍
線
部
の

記
述
は
、
澄
禅
に
始
ま
る
桂
宮
院
流
の
起
こ
り
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。
注
目
し
た

い
の
は
、
道
淵
は
こ
の
灌
頂
の
作
法
に
つ
い
て
印
玄
か
ら
口
決
を
受
け
て
い
な
か
っ

た
と
す
る
波
線
部
の
記
述
で
あ
る
。
ま
た
、
道
淵
が
参
照
し
た
禅
喜
僧
都
も
、
本
書

の
「
当
流
伝
来
事
」
に
よ
れ
ば
早
世
し
て
い
た
。
禅
喜
の
正
確
な
没
年
は
不
明
で
あ

る
が
、『
東
寺
学
衆
方
引
付
』
観
応
二
年
（
一
三
五
一
）
二
月
十
八
日
条
で
は
禅
喜

の
後
任
人
事
が
議
論
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
頃
没
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　

師
印
玄
か
ら
口
決
を
受
け
ず
、
禅
喜
も
早
世
し
て
い
た
た
め
、
道
淵
は
桂
宮
院
流

の
継
承
に
危
機
感
を
覚
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
暁
海
・
観
海
へ
授
与
す

る
に
至
っ
た
と
い
う
の
が
今
回
の
伝
法
灌
頂
の
経
緯
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
記
主
に
つ
い
て

　

本
書
の
記
主
は
、「
当
流
伝
来
事
」
に
お
い
て
、
印
玄
の
血
脈
に
連
な
り
、「
先
師

僧
都
」
の
付
法
を
受
け
、
今
回
の
伝
法
灌
頂
で
は
教
授
師
・
壇
行
事
を
務
め
た
と
記

さ
れ
る
「
予
」
と
見
ら
れ
る
。「
先
師
僧
都
」
が
誰
か
を
指
す
か
が
問
題
と
な
る
が
、

道
淵
は
今
回
の
伝
法
灌
頂
が
「
初
度
」
で
あ
る
か
ら
「
先
師
僧
都
」
に
は
合
致
し
な

い
。「
先
師
僧
都
」
は
禅
喜
と
見
て
お
き
た
い
。

　

次
に
、紙
背
文
書
の
集
積
先
が
仁
和
寺
法
住
庵
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い（
第

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
元
杲
）

（
勝
覚
）

権
僧
正
式
三
摩
耶
戒
等
三
巻
式

（
澄
禅
）

（
道
淵
）

（
７
）
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二
章
参
照
）。
前
述
の
通
り
法
住
庵
は
遁
世
後
の
印
玄
が
居
住
し
た
場
所
で
あ
り
、

そ
こ
へ
紙
背
文
書
が
集
積
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
法
住
庵
を
拠
点
と
す
る
文
妙
の
弟
子

に
あ
た
る
僧
が
本
書
の
記
主
と
想
定
さ
れ
る
。

　

そ
の
可
能
性
が
あ
る
人
物
と
し
て
、
慈
雲
寺
法
印
成
聖
が
挙
げ
ら
れ
る
。
成
聖
に

つ
い
て
は
第
二
章
で
述
べ
る
が
、
今
回
の
伝
法
灌
頂
の
職
衆
の
一
人
「
民
部
卿
僧
都
」

に
あ
た
り
、
法
住
庵
に
居
住
し
、
印
玄
の
聖
教
を
継
承
す
る
な
ど
、
印
玄
の
有
力
な

弟
子
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
今
回
の
伝
法
灌
頂
を
行
う
に
至
っ
た
経

緯
と
し
て
、
桂
宮
院
流
の
継
承
を
確
実
に
し
た
い
と
い
う
道
淵
の
意
図
が
働
い
た
可

能
性
を
踏
ま
え
る
と
、
記
主
と
道
淵
と
の
密
接
な
関
係
が
想
定
で
き
る
。
成
聖
が
道

淵
と
近
し
い
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
か
ら
、
本
書
の
記
主
と
し
て
成
聖

が
浮
か
び
上
が
る
。
し
か
し
、
成
聖
と
「
先
師
僧
都
」
禅
喜
と
の
師
弟
関
係
を
直
接

示
す
史
料
は
見
出
だ
せ
ず
、
こ
こ
で
は
推
測
に
留
め
て
お
き
た
い
。

（
三
）
先
例
の
収
集

　

本
書
の
外
題
は
「
伝
法
灌
頂
私
記
」
と
な
っ
て
お
り
、
伝
法
灌
頂
の
作
法
次
第
そ

の
も
の
で
は
な
く
、
道
淵
が
伝
法
灌
頂
を
行
う
に
あ
た
り
収
集
し
た
先
例
の
集
成
と

見
ら
れ
る
。
以
下
、
便
宜
的
に
Ａ
か
ら
Ｅ
に
区
分
し
て
内
容
を
紹
介
す
る
。

Ａ
、
初
度
・
同
壇
の
先
例　

今
回
の
伝
法
灌
頂
は
道
淵
が
初
め
て
行
う
「
初
度
儀
」

で
、
か
つ
暁
海
・
観
海
の
二
人
に
授
け
ら
れ
る
「
同
壇
儀
」
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
事

態
は
澄
禅
・
印
玄
に
も
先
例
は
無
か
っ
た
た
め
、
旧
例
を
調
べ
る
こ
と
と
な
っ
た
と

い
う
経
緯
が
記
さ
れ
る
（
第
一
・
二
紙
）。
次
い
で
宇
多
法
皇
以
下
、
同
壇
の
先
例

が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
（
第
二
・
三
紙
）。
結
果
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
先
例
は
嘉

例
で
あ
る
の
で
、
同
壇
の
儀
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
第
四
紙
）。

Ｂ
、
上
列
・
還
列
・
讃
衆　

第
四
紙
か
ら
「
堂
上
一
行
列
事
」
と
し
て
、
道
場
に
入

る
際
の
行
列
や
、
職
衆
の
人
数
な
ど
の
先
例
が
記
さ
れ
る
。
今
回
の
伝
法
灌
頂
は
小

野
流
の
作
法
に
則
り
、
職
衆
を
催
さ
な
い
予
定
で
あ
っ
た
が
、
受
者
の
希
望
に
よ
り

職
衆
を
催
し
堂
上
儀
で
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
親
快
か
ら
澄
禅
へ
の
授
与
の
際
も
平

座
で
あ
っ
た
が
、
桂
宮
院
流
の
継
承
を
確
実
に
し
た
い
道
淵
は
、
受
者
の
希
望
を
容

れ
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
小
野
流
は
堂
上
、
広
沢
流
は
平
座
に
限
ら
れ
た
わ
け
で

は
な
く
、
こ
れ
を
受
け
て
堂
上
・
平
座
の
先
例
を
「
載
左
」
と
し
て
い
る
。

　

続
い
て
、
①
上
堂
・
還
列
両
方
を
行
っ
た
先
例
、
②
上
堂
を
行
っ
た
が
還
列
を
省

略
し
た
先
例
、
③
同
壇
時
の
受
者
の
所
作
に
つ
い
て
、
上
醍
醐
公
顕
僧
都
か
ら
得
た

先
例
を
「
載
左
」
と
す
る
。
し
か
し
、
本
書
に
は
①
の
先
例
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、

②
の
例
と
し
て
勝
賢
・
親
玄
の
例
が
引
か
れ
る
。
そ
れ
に
続
い
て
「
職
衆
八
人
・
六

人
時
、
讃
衆
何
口
乎
事
」
に
つ
い
て
親
玄
の
先
例
が
引
か
れ
、
今
回
は
「
有
上
堂
列
、

無
還
列
儀
、
讃
衆
二
口
」
で
行
う
と
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
職
衆
を
催
し
、
平
座
で

行
っ
た
先
例
と
し
て
、
勝
賢
・
親
快
の
例
が
記
載
さ
れ
る
。

　

③
に
関
し
て
は
、
三
昧
耶
戒
道
場
に
お
い
て
受
者
が
着
座
す
る
畳
の
枚
数
、
還
列

の
な
い
場
合
に
受
者
は
外
陣
に
着
座
す
る
か
否
か
、還
列
に
受
者
が
連
な
る
か
否
か
、

誦
経
物
・
諷
誦
文
の
数
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
受
者
の
着
座
す
る
畳
に
つ
い
て

は
、
寛
信
・
勝
賢
の
先
例
に
よ
り
、
受
者
二
人
は
一
帖
の
畳
に
着
座
す
る
こ
と
と
さ

れ
、
同
壇
時
の
行
列
に
つ
い
て
は
寛
信
の
先
例
が
引
か
れ
て
い
る
。

　
「
載
左
」
と
さ
れ
た
内
容
と
、
実
際
に
記
録
さ
れ
た
先
例
は
必
ず
し
も
一
致
せ
ず
、

整
っ
た
記
述
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
こ
と
も
本
書
が
草
稿
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。

Ｃ
、
護
摩
師　

護
摩
師
は
本
来
、
阿
闍
梨
が
兼
帯
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
信

海
が
「
懇
望
」
し
た
こ
と
、
信
海
は
守
海
法
印
の
一
流
で
あ
り
、
道
恵
か
ら
「
悉
皆

写
瓶
」
さ
れ
た
の
で
、
三
宝
院
方
の
伝
法
灌
頂
に
勤
仕
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
く
、

道
教
（
親
快
師
）
と
守
海
は
と
も
に
成
賢
の
「
余
流
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
許
可
し
た

と
い
う
経
緯
が
記
さ
れ
る
。
続
い
て
、
小
野
流
で
は
護
摩
は
初
夜
の
み
行
う
が
、
文

妙
上
人
の
「
行
用
」
と
「
先
師
僧
都
」
の
記
録
に
も
と
づ
き
、
初
夜
（
上
首
分
）・

後
夜
（
下
﨟
分
）
と
も
に
護
摩
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

Ｄ
、
承
仕　

小
野
流
で
は
承
仕
に
別
禄
を
給
わ
ら
な
い
が
、
今
回
は
仁
和
寺
の
法
式

（
８
）

（
９
）
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に
則
り
給
わ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

Ｅ
、
十
弟
子　

十
弟
子
は
法
具
を
持
っ
て
随
従
す
る
役
の
僧
で
あ
る
。
今
回
の
伝
法

灌
頂
で
は
、
道
淵
の
門
弟
は
「
無
其
仁
」
き
に
よ
り
、
醍
醐
寺
の
例
な
ど
に
准
じ
広

隆
寺
僧
を
用
い
て
い
る
。
醍
醐
寺
で
は
堂
衆
が
、
仁
和
寺
真
乗
院
の
結
縁
灌
頂
で
は

侍
・
禅
僧
が
十
弟
子
を
務
め
た
先
例
を
挙
げ
、
広
隆
寺
僧
で
受
者
（
暁
海
か
）
の
三

論
教
学
の
弟
子
で
あ
る
倫
海
・
順
覚
を
起
用
し
て
い
る
。
桂
宮
院
に
お
け
る
三
論
教

学
に
も
と
づ
い
た
師
弟
関
係
の
存
在
を
う
か
が
え
る
記
述
で
あ
る
。
な
お
、
次
に
立

項
さ
れ
た
神
供
師
に
つ
い
て
も
「
職
衆
内
依
無
其
器
」
り
、
能
憲
律
師
が
勤
仕
し
た

と
あ
り
、
今
回
の
伝
法
灌
頂
は
人
材
不
足
の
な
か
で
行
わ
れ
た
と
思
し
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
書
は
一
般
的
に
想
起
さ
れ
る
、
伝
法
灌
頂
の
作
法
次
第
を
順

次
記
述
し
た
「
伝
法
灌
頂
記
」
と
は
や
や
性
格
を
異
に
し
、
道
淵
が
伝
法
灌
頂
を
行

う
に
あ
た
っ
て
収
集
し
た
野
沢
両
流
の
先
例
と
、
そ
れ
を
も
と
に
今
回
の
伝
法
灌
頂

の
式
次
第
を
い
か
に
勤
修
す
る
か
を
決
定
し
て
い
っ
た
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。
本

稿
が
内
題
の
「
伝
法
灌
頂
記
」
で
は
な
く
、
外
題
の
「
伝
法
灌
頂
私
記
」
を
史
料
名

と
し
て
採
用
し
た
の
も
こ
れ
が
理
由
で
あ
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
、道
淵
は
印
玄
か
ら
の
口
決
を
受
け
ず
、禅
喜
も
早
世
す
る
と
い
っ

た
危
機
的
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
に
加
え
、
道
淵
の
伝
法
灌
頂
が
「
初
度
」

か
つ
「
同
壇
」
と
い
う
、
桂
宮
院
流
に
と
っ
て
異
例
の
事
態
の
な
か
で
伝
法
灌
頂
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
道
淵
は
様
々
な
先
例
を
収
集
す
る
必
要

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
掲
の
『
伝
法
灌
頂
事
三
宝
院
方

　
　
　
　

』
に
は
、
初
度
・
同
壇

の
対
応
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
実
際
に
伝
法
灌
頂
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
延
文
五
年

の
段
階
で
、
様
々
な
先
例
を
調
べ
る
必
要
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

本
書
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
紙
背
文
書
の
年
代
か
ら
、
伝
法
灌
頂
が
行

わ
れ
た
延
文
五
年
十
月
か
ら
そ
れ
ほ
ど
時
期
を
隔
て
て
い
な
い
時
期
と
考
え
ら
れ

る
。
た
だ
、
注
意
す
べ
き
は
訂
正
の
多
さ
で
、
墨
線
に
よ
る
抹
消
や
、
重
ね
書
き
な

ど
、
清
書
段
階
の
も
の
と
は
到
底
い
え
な
い
。
受
者
で
あ
る
暁0

海
を
勝0

海
と
し
（
宗

承
の
後
補
表
紙
で
は
訂
正
さ
れ
て
い
る
）、
会
場
で
あ
る
転
法
輪
寺
を
転
法
輪
院
と

す
る
な
ど
の
誤
り
も
目
立
ち
、
総
じ
て
草
稿
段
階
の
も
の
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。

以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
る
と
、
本
書
は
、
法
住
庵
の
関
係
者
が
、
道
淵
の
伝
法
灌
頂

を
終
え
た
後
に
、
伝
法
灌
頂
に
先
立
っ
て
集
め
た
先
例
を
整
理
・
編
集
し
た
も
の
の

草
稿
と
考
え
ら
れ
る
。

（
四
）
東
寺
教
学
と
桂
宮
院
流

　

本
書
は
東
寺
宝
輪
院
宗
承
の
収
集
に
か
か
る
。
最
後
に
、
本
書
の
伝
来
に
関
連
し

て
、
東
寺
教
学
に
お
け
る
桂
宮
院
流
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　

東
寺
観
智
院
宗
宝
の
生
涯
を
復
元
し
た
富
田
正
弘
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
応
永
六

年
（
一
三
九
九
）
に
栄
杲
（
宗
仁
・
宗
源
・
宗
賢
・
宗
宝
と
改
名
。
以
下
、
宗
宝
に

統
一
）
は
桂
宮
院
長
老
の
皎
禅
か
ら
桂
宮
院
流
の
伝
法
灌
頂
を
受
け
て
い
た
。
た
だ

し
皎
禅
は
伝
授
の
途
中
で
死
去
し
た
た
め
、
皎
禅
の
遺
命
を
受
け
た
仁
重
が
宗
宝
へ

の
伝
授
を
行
っ
た
。
宗
宝
は
受
法
し
た
後
も
継
続
的
に
澄
禅
自
筆
本
を
閲
覧
・
書
写

し
て
お
り
、
桂
宮
院
と
の
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
観
智
院
聖
教
か
ら
う
か
が
え

る
。

　

次
に
、
山
家
浩
樹
氏
は
宗
宝
か
ら
観
智
院
を
継
承
し
た
宗
杲
の
受
法
記
録
『
伝
受

目
録　

醍
醐
』
を
紹
介
す
る
な
か
で
、
宗
宝
か
ら
宗
杲
へ
の
桂
宮
院
流
の
伝
授
を
整

理
し
、
桂
宮
院
流
が
皎
禅
―
（
仁
重
）
―
宗
宝
―
宗
杲
と
相
承
さ
れ
た
と
指
摘
し
て

い
る
。
富
田
・
山
家
両
氏
の
検
討
か
ら
、
桂
宮
院
長
老
の
皎
禅
を
通
じ
て
、
地
蔵
院

流
が
観
智
院
の
僧
侶
に
相
承
さ
れ
て
い
た
様
相
が
う
か
が
え
る
。
皎
禅
か
ら
の
受
法

以
外
に
も
、
た
と
え
ば
『
仁
王
般
若
経
疏
』
上
・
中
・
下
（「
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵

聖
教
」一
七
箱
七
号
一
～
三
）は
、延
文
五
年
に
杲
宝
が
桂
宮
院
本
を
も
っ
て
書
写
・

校
合
し
て
い
る
。
観
智
院
に
伝
わ
っ
た
法
流
は
勧
修
寺
流
が
主
で
あ
っ
た
が
、
桂
宮

院
と
も
密
接
な
関
係
を
保
っ
て
お
り
、
同
院
よ
り
伝
わ
っ
た
地
蔵
院
流
も
観
智
院
に

お
い
て
一
定
の
位
置
を
占
め
て
い
た
と
い
え
る
。

　

次
に
本
書
を
収
集
・
修
理
し
た
宝
輪
院
宗
承
と
桂
宮
院
流
と
の
関
係
を
考
え
て
み

（
頼
カ
）

（
10
）

（
11
）



東京大学史料編纂所研究紀要　第32号　2022年３月　（　 ）112

た
い
。
室
町
期
ま
で
の
地
蔵
院
流
は
親
快
→
親
玄
→
覚
雄
→
道
快
（
聖
快
）
→
快
玄

（
堅
済
）
→
義
快
→
宗
寿
→
通
快
→
俊
雄
と
継
承
さ
れ
て
い
く
（『
醍
醐
寺
新
要
録
』

「
地
蔵
院
篇
」）。
こ
の
う
ち
宗
寿
は
観
智
院
賢
宝
の
系
譜
を
引
く
覚
寿
か
ら
も
地

蔵
院
流
を
受
法
し
て
い
る
。こ
の
宗
寿
が
宗
承
の
師
で
先
代
の
宝
輪
院
主
に
あ
た
り
、

宗
寿
か
ら
宗
承
へ
の
伝
法
灌
頂
は
寛
正
五
年
（
一
四
六
四
）
に
行
わ
れ
た
。
櫛
田
良

洪
氏
は
観
智
院
賢
宝
以
降
の
教
学
の
担
い
手
を
整
理
す
る
な
か
で
、
宗
承
が
宗
寿
か

ら
地
蔵
院
流
を
継
承
し
た
だ
け
で
な
く
、
通
快
・
俊
雄
か
ら
も
重
受
し
た
と
し
、
宗

承
を
東
寺
教
学
の
代
表
者
と
評
し
て
い
る
。
ま
た
、
右
の
血
脈
の
な
か
で
、
快
玄
は

賢
宝
の
資
で
、
醍
醐
寺
清
浄
光
院
主
で
あ
っ
た
が
、
東
寺
宝
泉
院
を
兼
帯
し
て
お
り
、

俊
雄
は
東
寺
宝
菩
提
院
主
で
あ
っ
た
（『
醍
醐
寺
新
要
録
』「
地
蔵
院
篇
」）。
室
町

期
に
は
快
玄
や
宗
寿
、
俊
雄
な
ど
地
蔵
院
流
の
本
流
と
い
う
べ
き
法
流
に
連
な
る
僧

侶
が
、
東
寺
院
家
を
拠
点
と
し
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
宗
承
は
宗
寿
か
ら
地
蔵
院
流

と
宝
輪
院
を
継
承
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
宗
承
は
地
蔵
院
の
本
流
に
連
な
っ
て
お
り
、
法
流
上
は
桂
宮
院

流
と
若
干
の
距
離
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
書
の
収
集
・
修
理
は
東
寺
教
学
の
担

い
手
と
し
て
の
関
心
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
宗
承
が
桂
宮
院
流
に
対
し
て

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
関
心
を
抱
い
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
本
書
を
含
む
宗
承

関
連
史
料
の
全
体
像
を
把
握
し
た
う
え
で
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
今
後
の
課
題
と

な
る
。
ま
た
、
本
書
の
後
補
表
紙
に
は
親
快
か
ら
暁
海
に
至
る
法
流
の
血
脈
を
指
し

て
、「
血
脈
相
承
者
大
略
断
絶
」
と
の
宗
承
の
注
記
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
当
時
の
実

態
を
表
し
た
も
の
か
否
か
に
つ
い
て
も
別
に
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

第
二
章　

紙
背
文
書
に
つ
い
て

　
『
延
文
五
年
桂
宮
院
伝
法
灌
頂
私
記
』
は
第
九
紙
・
十
一
紙
の
請
定
二
通
を
除
い

て
紙
背
文
書
を
持
っ
て
い
る
。
接
続
後
の
点
数
は
次
の
六
点
と
な
る
。

　

①
年
月
日
欠
五
郎
書
状
封
紙
ウ
ハ
書

　

②
十
一
月
四
日
□
雅
書
状
（
法
住
庵
充
）

　

③
（
十
一
月
）
十
一
日
某
書
状
（
後
欠
）

　

④
十
一
月
十
二
日
成
恵
書
状
（
前
欠
）

　

⑤
九
月
二
十
六
日
仁
和
寺
菩
提
院
道
淵
書
状
（
前
欠
）

　

⑥
十
一
月
五
日
□
□
書
状
（
前
欠
）

　

②
は
「
渋
川
殿
」
の
「
丹
州
」
出
陣
に
際
し
て
、
現
地
の
情
勢
や
所
領
の
保
護
に

つ
い
て
や
り
と
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
③
・
④
は
同
じ
く
「
丹
州
」
の
情
勢
を
報
じ

た
も
の
で
、「
大
将
」
は
渋
川
某
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
②
の
関
連
史
料
と

な
る
。
③
の
佐
野
氏
、
④
の
恒
吉
保
・
船
木
荘
は
丹
後
国
内
の
人
名
・
地
名
で
あ
る

の
で
、「
丹
州
」
は
丹
後
国
を
指
す
。
①
は
封
紙
の
み
で
内
容
は
不
明
だ
が
、
差
出

人
の
五
郎
は
③
の
冒
頭
に
「
五
郎
明
日
丹
州
へ
令
下
向
候
」
と
見
え
る
人
物
で
あ
る

の
で
、
や
は
り
②
～
④
の
関
連
史
料
と
考
え
ら
れ
る
。
後
欠
の
③
は
日
付
を
欠
く
が
、

追
而
書
に「
御
状
日
付
ハ
明
日
十
二
日
、

　
　
　
　

可
為
日
付
候
」
と
あ
る
こ
と
、
こ
の
「
御
状
」

は
十
一
月
十
二
日
付
の
④
に
当
た
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、（
十
一
月
）
十
一

日
と
推
定
し
た
。
⑤
の
差
出
人
は
、
聖
教
面
に
記
さ
れ
る
延
文
五
年
（
一
三
六
〇
）

の
伝
法
灌
頂
に
お
い
て
阿
闍
梨
を
務
め
て
い
る
仁
和
寺
菩
提
院
道
淵
で
あ
る
。
書
状

の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
遵
行
の
依
頼
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
①
～
④

の
関
係
史
料
の
可
能
性
が
あ
る
。
⑥
は
茶
の
贈
答
に
関
わ
る
も
の
で
、
他
の
紙
背
文

書
と
の
関
連
は
不
明
で
あ
る
。

　

紙
背
文
書
⑤
の
差
出
人
道
淵
は
至
徳
元
年
（
一
三
八
四
）
十
二
月
に
没
し
て
い
る

の
で
、
紙
背
文
書
群
全
体
の
年
代
観
は
南
北
朝
期
と
見
ら
れ
る
。
以
下
で
は
内
容
が

比
較
的
明
瞭
な
紙
背
文
書
②
～
④
を
主
な
考
察
対
象
と
し
、
紙
背
文
書
の
年
次
・
性

格
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
注
目
す
べ
き
点
に
つ
い
て
若
干
の
紹
介
を
行
う
。
な
お
、

『
宮
津
市
史　

史
料
編　

第
一
巻
』
所
収
の
史
料
は
出
典
を
「
宮
津
・
文
書
番
号
」

と
表
記
す
る
。

（
12
）

（
13
）

（
14
）

（
15
）

〔
常
〕
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第
一
節　

年
次
比
定

　

紙
背
文
書
の
年
代
に
つ
い
て
は
「
大
将
」
渋
川
某
が
丹
後
に
下
向
す
る
と
い
う
紙

背
文
書
②
の
記
述
が
手
が
か
り
に
な
る
。

　

南
北
朝
期
に
お
け
る
渋
川
氏
と
丹
後
の
関
わ
り
と
い
う
と
、
貞
治
二
年
（
一
三
六

三
）
末
に
渋
川
義
行
が
丹
後
守
護
の
任
に
あ
っ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
渋
川
義
行

（
一
三
四
八
～
一
三
七
五
）
は
足
利
一
門
渋
川
直
頼
の
子
、
叔
母
の
幸
子
は
二
代
将

軍
足
利
義
詮
の
正
室
で
あ
る
。
丹
後
・
備
中
・
備
後
の
守
護
を
歴
任
し
、
九
州
探
題

を
務
め
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
渋
川
義
行
前
後
の
丹
後
守
護
に
関
わ
る
史
料
は
以
下

の
通
り
。

⒜ 

延
文
四
年
（
一
三
五
九
）
十
一
月
二
十
六
日
足
利
義
詮
御
判
御
教
書
写
（
丹
後
国

佐
野
別
宮
内
近
末
保
の
遵
行
）　

仁
木
弾
正
小
弼
（
頼
勝
）
充　
〔『
石
清
水
八
幡

宮
社
家
文
書
』
七
四
〕

⒝ 

延
文
五
年
（
一
三
六
〇
）
七
月
十
八
日　

仁
木
義
長
と
そ
の
一
類
、
失
脚
し
、
頼

勝
は
丹
後
に
逃
れ
る
。　
〔
後
深
心
院
関
白
記
、
太
平
記
巻
三
十
五
「
大
樹
逐
電
し

仁
木
没
落
の
事
」〕

⒞ 

貞
治
二
年
（
一
三
六
三
）
十
一
月
四
日
室
町
幕
府
引
付
頭
人
奉
書
案
（
丹
後
国
芋

野
郷
半
分
地
頭
職
の
遵
行
）　

右
兵
衛
佐（
渋
川
義
行
）充　
〔
尊
経
閣
古
文
書
纂
・

宮
津
別
掲
五
〇
〇
〕

⒟ 

貞
治
二
年
（
一
三
六
三
）
十
一
月
二
十
四
日
足
利
義
詮
御
判
御
教
書
（
丹
後
国
佐

野
別
宮
・
板
浪
以
下
の
遵
行
）　

右
兵
衛
佐
（
渋
川
義
行
）
充　
〔
石
清
水
文
書
・

宮
津
別
掲
一
四
三
〕

⒠ 

貞
治
三
年
（
一
三
六
四
）
三
月
十
六
日　

山
名
時
氏
の
子
息
氏
冬
上
洛
し
、
丹
波

守
護
職
以
下
の
知
行
を
安
堵
さ
れ
る
。　
〔
後
愚
昧
記
〕

⒡ 

貞
治
三
年
（
一
三
六
四
）
八
月
二
十
八
日
室
町
幕
府
引
付
頭
人
奉
書
（
丹
後
国
日

置
郷
・
友
枝
保
の
遵
行
）　

山
名
右
衛
門
佐
（
師
義
）
充　
〔
武
家
手
鑑
・
宮
津
別

掲
二
五
〕

　

以
上
の
徴
証
か
ら
、
渋
川
義
行
の
丹
後
守
護
在
職
期
間
は
、
⒝
仁
木
頼
勝
が
兄
義

長
と
と
も
に
失
脚
す
る
延
文
五
年
（
一
三
六
〇
）
七
月
十
八
日
か
ら
、
⒠
山
名
時
氏

が
帰
参
し
所
職
を
安
堵
さ
れ
た
貞
治
三
年
（
一
三
六
四
）
三
月
十
六
日
の
間
に
収
ま

る
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
紙
背
文
書
②
～
④
の
日
付
（
十
一
月
上
旬
）
か
ら
、

貞
治
三
年
の
可
能
性
を
ま
ず
排
除
で
き
る
。
ま
た
、
②
・
④
に
は
「
守
護
事
ハ
未
落

居
候
、（
中
略
）
落
居
事
承
及
候
ハ
ヽ
、
不
日
可
申
入
候
」「
守
護
令
治
定
候
者
、
可

被
成
奉
書
様
」
と
記
さ
れ
、
②
・
④
の
発
給
時
に
守
護
が
確
定
し
て
お
ら
ず
、
遵
行

手
続
き
に
遅
滞
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
貞
治
二
年
十
一
月
に
は
渋
川

義
行
充
の
遵
行
命
令
二
点
⒞
・
⒟
が
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
②
～
④
が
貞
治
二
年
で

あ
る
可
能
性
も
排
除
で
き
よ
う
。
以
上
の
検
討
に
よ
り
、
②
～
④
の
年
代
は
延
文
五

年
（
一
三
六
〇
）
か
ら
貞
治
元
年
（
一
三
六
二
）
の
三
年
間
に
絞
ら
れ
る
。

　

続
い
て
注
目
し
た
い
の
は
、
紙
背
文
書
②
の
「
又
霜
台
ハ
晦
日
上
洛
候
、
守
護
事

ハ
未
落
居
候
」
と
の
記
述
で
あ
る
。
こ
こ
に
登
場
す
る
「
霜
台
」（
弾
正
台
の
唐
名
）

は
、
遵
行
命
令
⒜
を
受
け
て
い
る
丹
後
守
護
仁
木
頼
勝
（
弾
正
少
弼
）
を
指
す
と
考

え
ら
れ
る
。
頼
勝
の
官
途
に
つ
い
て
は
、
貞
治
元
年
（
一
三
六
二
）
六
月
末
以
降
の

戦
い
を
記
し
た
『
太
平
記
』
巻
三
十
八
「
諸
国
宮
方
蜂
起
の
事
」
に
「
但
馬
国
の
守

護
仁
木
弾
正
少
弼
」
と
あ
り
、
そ
の
後
貞
治
四
年
（
一
三
六
五
）
二
月
五
日
ま
で
に

讃
岐
守
を
称
し
て
い
る
（『
春
日
大
社
文
書
』
七
九
四
）。
延
文
五
年
か
ら
貞
治
元
年

の
間
は
弾
正
少
弼
を
名
乗
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

　

②
・
④
の
記
述
か
ら
は
、
仁
木
頼
勝
の
上
洛
が
丹
後
守
護
の
任
免
と
も
密
接
に
関

わ
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
状
況
を
記
し
た
も
の
だ
ろ

う
か
。
延
文
五
年
か
ら
貞
治
元
年
の
間
に
仁
木
頼
勝
が
上
洛
し
た
こ
と
を
伝
え
る
史

料
は
管
見
の
限
り
見
出
だ
せ
な
い
が
、
次
の
史
料
は
仁
木
頼
勝
上
洛
の
事
情
を
考
え

る
う
え
で
貴
重
な
情
報
を
含
ん
で
い
る
。

⒢
『
後
深
心
院
関
白
記
』
延
文
五
年
十
月
四
日
条

　
　

 

仁
木
中
務
少
輔
故
左
京
大
夫
入
道
猶
子
、

実
清
氏
朝
臣
舎
弟
、　

去
七
月
以
来
籠
居
、
武
家
連
々
可
上
洛
之
由

（
頼
夏
）

（
仁
木
頼
章
）

（
細
川
）

（
足
利
義
詮
）
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仰
遣
之
処
、雖
令
領
状
、上
洛
遅
引
之
間
、再
往
問
答
処
、剰
有
陰
謀
之
企
云
々
、

仍
相
模
守
清
氏
朝
臣
舎
弟
、左
馬
助
、率

数
多
勢
、去
夕
発
向
丹
波
国
、為
征
伐
云
々
、

　

⒢
は
頼
勝
と
同
様
、
仁
木
義
長
に
連
坐
し
て
失
脚
し
、
分
国
丹
波0

に
逃
れ
た
仁
木

頼
夏
（
義
長
の
兄
頼
章
猶
子
）
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
政
変
以
後
、
丹
波
に
籠
居

し
て
い
た
頼
夏
に
対
し
、
幕
府
が
し
き
り
に
上
洛
（
降
伏
）
を
促
し
た
結
果
、
頼
夏

は
上
洛
を
承
服
し
た
。
し
か
し
、
上
洛
は
な
か
な
か
実
現
せ
ず
、
幕
府
が
再
度
説
得

を
試
み
た
も
の
の
不
調
に
終
わ
り
、
十
月
三
日
に
な
っ
て
細
川
頼
和
を
総
大
将
と
す

る
軍
勢
が
丹
波
に
遣
わ
さ
れ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
⒢
は
丹
後
に
逃
れ
た
仁
木

頼
勝
に
つ
い
て
触
れ
な
い
が
、
頼
勝
と
幕
府
の
間
で
同
様
の
交
渉
が
持
た
れ
た
可
能

性
は
十
分
想
定
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
紙
背
文
書
②
～
④
に
記
さ
れ
る
大
将
渋
川

義
行
の
丹
後
出
陣
と
仁
木
頼
勝
の
上
洛
は
、
延
文
五
年
の
政
変
に
関
わ
る
史
料
と
思

わ
れ
る
。

　

紙
背
文
書
②
～
④
も
加
え
て
、
延
文
五
年
政
変
後
の
政
治
情
勢
を
復
元
す
る
と
次

の
通
り
に
な
る
。
政
変
後
、
仁
木
頼
勝
は
自
身
の
分
国
丹
後
に
逃
れ
た
。
頼
勝
は
、

丹
波
に
逃
れ
籠
居
し
て
い
た
仁
木
頼
夏
と
と
も
に
幕
府
か
ら
上
洛
・
降
伏
を
促
さ
れ

た
が
、
交
渉
は
不
調
に
終
わ
り
、
十
月
初
旬
に
丹
波
に
は
細
川
頼
和
が
、
丹
後
に
は

渋
川
義
行
が
討
伐
軍
の
大
将
と
し
て
遣
わ
さ
れ
た
。
討
伐
軍
の
派
遣
を
う
け
て
、
頼

勝
は
十
月
末
に
上
洛
し
た
。
頼
夏
の
降
伏
に
つ
い
て
は
確
た
る
史
料
が
な
い
が
、
翌

康
安
元
年
（
一
三
六
一
）
二
月
の
段
階
で
幕
府
方
に
帰
参
し
、
弟
義
尹
と
丹
波
守
護

職
を
め
ぐ
り
対
立
し
て
い
る
こ
と
が
『
後
深
心
院
関
白
記
』
二
月
十
三
日
条
に
見
え

て
い
る
か
ら
、
頼
勝
と
同
じ
時
期
に
上
洛
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

仁
木
頼
勝
の
降
伏
後
、
頼
勝
の
丹
後
守
護
職
を
安
堵
す
る
か
否
か
、
剥
奪
す
る
と

す
れ
ば
誰
を
後
任
と
す
べ
き
か
が
問
題
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
紙
背
文
書
②
・
④

が
守
護
職
の
帰
趨
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
の
は
こ
れ
が
理
由
だ
ろ
う
。②
・
④
に
は
、

守
護
職
の
帰
趨
に
つ
い
て
は
未
定
で
あ
る
こ
と
、
守
護
が
決
ま
り
次
第
、
幕
府
の
遵

行
命
令
を
手
配
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
の
推
移
を
示
す
確
実
な
史

料
に
は
欠
け
る
が
、
貞
治
二
年
（
一
三
六
三
）
末
に
は
渋
川
義
行
の
守
護
在
職
徴
証

⒞
・
⒟
が
確
認
さ
れ
る
の
で
、
頼
勝
は
結
局
丹
後
守
護
を
解
か
れ
、「
大
将
」
渋
川

義
行
が
そ
の
ま
ま
丹
後
守
護
に
収
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
の
検
討
に
よ
り
、
紙
背
文
書
②
～
④
の
年
次
は
延
文
五
年
に
比
定
し
て
よ
い

だ
ろ
う
。
こ
の
年
次
比
定
は
、『
延
文
五
年
桂
宮
院
伝
法
灌
頂
私
記
』
の
年
紀
と
も
符

合
し
無
理
が
な
い
。
延
文
五
年
政
変
後
の
情
勢
を
示
す
本
紙
背
文
書
は
、
室
町
幕
府

政
治
史
研
究
上
も
価
値
が
あ
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

第
二
節　

仁
和
寺
法
住
庵
に
つ
い
て

　

紙
背
文
書
②
～
④
の
年
代
を
延
文
五
年
（
一
三
六
〇
）
に
比
定
し
た
と
こ
ろ
で
、

紙
背
文
書
の
集
積
者
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
法
住
庵
」

充
の
紙
背
文
書
②
が
手
が
か
り
と
な
る
。
法
住
庵
は
尊
寿
院
法
印
印
玄
（
文
妙
上
人
）

が
居
住
し
た
こ
と
に
始
ま
る
仁
和
寺
の
子
院
で
あ
る
。『
東
寺
執
行
日
記
』
貞
治
二

年
（
一
三
六
三
）
四
月
二
十
九
日
条
・
五
月
五
日
条
に
は
、
仁
和
寺
菩
提
院
道
淵
の

東
寺
二
長
者
就
任
を
う
け
て
、
東
寺
執
行
が
民
部
卿
僧
都
成
聖
充
に
賀
札
を
送
り
、

道
淵
へ
の「
申
御
沙
汰
」を
依
頼
し
た
と
い
う
記
事
が
見
え
る
。成
聖
返
書
の
文
面
・

位
署
書
に
不
審
を
抱
い
た
東
寺
執
行
は
、
成
聖
の
地
位
を
「
大
覚
寺
学
衆
、
法
住
庵

坊
主
」
と
記
録
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
紙
背
文
書
②
～
④
の
二
年
後
に
、

民
部
卿
僧
都
成
聖
な
る
僧
侶
が
法
住
庵
に
居
住
し
、
道
淵
に
「
申
御
沙
汰
」
す
る
立

場
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
伝
法
灌
頂
職
衆
請
定
（
第
九
紙
）
の
「
民
部
卿
僧
都
」

は
成
聖
に
比
定
で
き
、
本
伝
法
灌
頂
に
参
加
し
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。

　

成
聖
は
貞
治
五
年
（
一
三
六
六
）
に
東
寺
学
衆
と
な
り
（
慈
雲
寺
を
号
す
）、
東

寺
関
係
史
料
に
そ
の
足
跡
を
残
す
が
、
永
徳
二
年
（
一
三
八
二
）
に
な
っ
て
「
仁
和

寺
・
大
覚
寺
・
八
幡
等
諸
方
兼
帯
計
会
非
一
」
こ
と
を
理
由
に
辞
任
を
申
し
出
た
。

こ
れ
を
う
け
て
年
預
ら
は
「
仁
和
寺
法
住
庵
」
に
向
か
い
成
聖
の
慰
留
に
努
め
て
い

る
（『
東
寺
学
衆
方
評
定
引
付
』
四
月
十
日
・
二
十
三
日
・
五
月
二
十
七
日
条
）。
ま

た
、
印
玄
の
相
伝
聖
教
を
成
聖
が
継
承
・
整
理
し
た
こ
と
を
示
す
史
料
も
あ
り
（『
光

（
頼
和
）

（
16
）

（
17
）

（
18
）
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伝
目
録
』「
仁
和
寺
御
経
蔵
聖
教
」
三
七
函
五
〇
）、
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
山
家
浩
樹

氏
は
成
聖
を
「
印
元
の
法
流
を
受
け
継
ぐ
筆
頭
格
の
存
在
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

延
文
五
年
と
貞
治
二
年
で
は
三
年
の
開
き
が
あ
る
も
の
の
、
以
上
の
検
討
か
ら
紙

背
文
書
②
の
充
所
「
法
住
庵
」
は
成
聖
を
指
す
可
能
性
が
高
い
。
紙
背
文
書
⑤
は
仁

和
寺
菩
提
院
道
淵
の
書
状
断
簡
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
『
東
寺
執
行
日
記
』
に
見
ら
れ

る
成
聖
と
道
淵
の
関
係
を
踏
ま
え
る
と
理
解
し
や
す
い
。
ま
た
、『
東
寺
執
行
日
記
』

『
東
寺
学
衆
方
評
定
引
付
』
か
ら
は
、
成
聖
が
大
覚
寺
学
衆
を
兼
ね
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
が
、
果
た
し
て
紙
背
文
書
②
に
見
え
る
丹
後
国
竹
野
郡
船
木
荘
は
、
鎌
倉

末
期
か
ら
南
北
朝
初
期
の
大
覚
寺
統
所
領
目
録
（「
竹
内
文
平
氏
所
蔵
文
書
」『
鎌
倉

遺
文
』
二
二
六
六
一
）、
興
国
三
年
（
一
三
四
二
）
両
部
伝
法
阿
闍
梨
某
附
属
状
（『
大

覚
寺
文
書　

上
』
一
一
）
な
ど
に
記
載
が
あ
り
、
大
覚
寺
教
王
常
住
院
領
だ
っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
紙
背
文
書
②
は
、
成
聖
の
大
覚
寺
学
衆
と
し
て
の
活
動
の
一
端
を

示
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
通
り
本
紙
背
文
書
は
成
聖
の
も
と
に
集
積
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
が
、『
延

文
五
年
桂
宮
院
伝
法
灌
頂
私
記
』
の
筆
致
は
む
し
ろ
紙
背
文
書
④
の
差
出
人
「
成
恵
」

の
そ
れ
と
酷
似
す
る
。
成
聖
そ
の
人
を
本
書
の
筆
者
と
断
定
す
る
こ
と
に
は
慎
重
に

な
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、本
書
の
成
立
に
成
聖
が
関
わ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。

第
三
節　

丹
後
佐
野
氏
に
つ
い
て

　

紙
背
文
書
③
に
は
、
渋
川
義
行
が
佐
野
氏
の
城
郭
に
滞
在
し
て
い
る
こ
と
、
佐
野

氏
の
「
御
状
」「
扶
持
」
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
登
場
す

る
佐
野
氏
は
、
熊
野
郡
佐
野
荘
を
拠
点
と
す
る
鎌
倉
期
以
来
の
在
地
領
主
で
あ
る
。

　

中
世
後
期
に
お
け
る
佐
野
氏
の
動
向
に
つ
い
て
は
、『
宮
津
市
史　

通
史
編　

上

巻
』（
二
〇
〇
二
年
）
の
ほ
か
、
石
清
水
八
幡
宮
関
係
史
料
を
活
用
し
た
功
刀
俊
宏

氏
の
研
究
が
あ
る
。
南
北
朝
・
室
町
期
の
佐
野
氏
に
関
し
て
は
、
佐
野
遠
江
入
道
広

資
（
法
名
行
阿
）
が
佐
野
荘
地
頭
職
を
め
ぐ
り
、
延
文
四
年
（
一
三
五
九
）
か
ら
永

和
三
年
（
一
三
七
七
）
の
足
か
け
二
十
年
弱
に
わ
た
っ
て
石
清
水
八
幡
宮
社
家
と
争

い
を
繰
り
広
げ
た
こ
と
、
南
北
朝
末
か
ら
室
町
期
に
か
け
て
は
丹
後
守
護
一
色
氏
の

被
官
と
し
て
活
動
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　

紙
背
文
書
③
か
ら
は
、
佐
野
氏
の
城
郭
に
大
将
渋
川
義
行
が
滞
在
し
て
お
り
、
両

者
が
一
定
の
関
係
を
構
築
し
て
い
た
こ
と
や
、
荘
園
領
主
が
佐
野
氏
の
「
御
状
」「
扶

持
」
が
重
要
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
紙
背
文
書
③
を
う
け
て
佐
野

氏
に
向
け
て
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
紙
背
文
書
④
の
後
半
部
で
は
、
竹
野
郡
船
木

荘
の
保
護
に
つ
い
て
も
佐
野
氏
の
協
力
が
依
頼
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
永
和
三
年

に
佐
野
広
資
が
船
木
荘
に
隣
接
す
る
石
清
水
八
幡
宮
領
竹
野
郡
黒
戸
荘
濫
妨
の
か
ど

で
訴
え
ら
れ
て
い
る
事
例
（『
石
清
水
八
幡
宮
社
家
文
書
』
七
一
）
と
あ
わ
せ
て
、

佐
野
氏
の
勢
力
圏
が
本
領
の
熊
野
郡
佐
野
郷
を
越
え
て
竹
野
郡
に
も
広
が
っ
て
い
た

こ
と
を
示
す
も
の
だ
ろ
う
。
功
刀
氏
は
、
石
清
水
八
幡
宮
側
の
史
料
を
も
と
に
、
佐

野
氏
は
荘
園
領
主
支
配
の
も
と
で
領
主
と
し
て
の
発
展
を
妨
げ
ら
れ
、
ま
た
一
色
氏

以
前
の
守
護
と
の
関
係
も
疎
遠
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
が
、
紙
背
文
書
③
・
④
か

ら
は
そ
れ
と
は
異
な
る
佐
野
氏
の
姿
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。以
上
の
よ
う
に
、

本
紙
背
文
書
は
丹
後
国
の
地
域
社
会
を
知
る
う
え
で
も
貴
重
な
史
料
と
い
え
る
だ
ろ

う
。

註（
１
）　

宝
輪
院
宗
承
に
つ
い
て
は
、黒
川
直
則「
中
世
東
寺
に
お
け
る
文
書
の
管
理
と
保
存
」

（
安
藤
正
人
・
青
山
英
幸
編
『
記
録
史
料
の
管
理
と
文
書
館
』
北
海
道
大
学
図
書
刊

行
会
、
一
九
九
六
年
）、
同
「
宝
輪
院
宗
承
の
事
蹟
」（
第
三
期
第
六
回
東
寺
文
書
研

究
会
報
告
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
２
）　

橋
川
正
編
『
太
秦
広
隆
寺
史
』（
京
都
太
秦
聖
徳
太
子
報
徳
会
、
一
九
二
三
年
）、

細
川
涼
一
「
王
権
と
尼
寺
」（『
女
の
中
世
』
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、

一
九
八
九
年
、
初
出
一
九
八
八
年
）、
追
塩
千
尋
「
平
安
・
鎌
倉
期
広
隆
寺
の
諸
相
」

（『
中
世
南
都
の
僧
侶
と
寺
院
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
、
初
出
一
九
九
五
年
）。

（
３
）　
「
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
聖
教
」
一
八
四
箱
文
書
一
〇
八
号
一
七
。
た
だ
し
、
こ
の
史

（
マ
マ
）

（
19
）

（
20
）
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料
は
長
老
の
就
任
順
に
記
し
て
い
な
い
、
第
八
代
が
抜
け
て
い
る
な
ど
、
さ
ら
な
る

検
討
を
要
す
る
。

（
４
）　

前
掲
注
（
２
）
橋
川
編
著
八
六
頁
に
よ
れ
ば
、
暁
海
は
貞
海
が
『
三
論
玄
義
』
の

注
疏
を
講
じ
た
際
の
記
録
を
残
し
て
い
る
。

（
５
）　
『
密
教
大
辞
典
』「
印
玄
」
項
お
よ
び
『
仁
和
寺
諸
院
家
記
』（『
仁
和
寺
史
料
』
寺

誌
編
一
）、『
尊
寿
院
伝
記
』（『
大
日
本
史
料
』
貞
和
二
年
八
月
五
日
条
）。
櫛
田
良
洪

『
真
言
密
教
成
立
過
程
の
研
究
』（
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
六
四
年
）
一
一
五
七
～

一
一
六
二
頁
が
仁
和
寺
に
お
け
る
伝
法
院
流
の
展
開
と
し
て
印
玄
・
道
淵
の
動
向
を

整
理
し
て
い
る
。

（
６
）　

前
掲
注
（
５
）『
仁
和
寺
諸
院
家
記
』、『
東
寺
長
者
補
任
』
貞
治
二
年
条
（『
群
書

類
従
』
第
三
輯
）、『
東
寺
執
行
日
記
』（『
大
日
本
史
料
』
貞
治
二
年
三
月
二
十
一
日
・

四
月
十
三
日
・
同
三
年
二
月
二
十
六
日
条
）、『
醍
醐
寺
座
主
次
第
』（
同
建
武
元
年
四

月
一
日
条
）、「
大
僧
正
道
淵
書
状
」（『
醍
醐
寺
文
書
』
一
八
一
一
）。

（
７
）　
『
秘
抄
巻
第
三
』（「
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
聖
教
」
七
二
箱
三
号
三
）
は
、
澄
禅
→
印

玄
→
道
淵
と
転
写
さ
れ
て
き
た
「
菩
提
院
御
本
」
を
も
っ
て
、
延
文
三
年
に
暁
海
が

書
写
・
交
点
し
た
も
の
で
あ
り
、
す
で
に
暁
海
と
道
淵
と
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が

看
取
さ
れ
る
。

（
８
）　

い
ま
一
つ
の
案
と
し
て
、「
先
師
僧
都
」
に
細
字
で
「
聖
」
と
あ
り
、
抹
消
さ
れ
て

い
る
点
に
注
目
し
て
み
る
。
専
戒
上
人
に
「
海
」
と
の
注
記
が
あ
り
、
専
戒
上
人
の

僧
名
は
貞
海
で
あ
る
か
ら
、こ
れ
を
踏
ま
え
て「
先
師
僧
都
」の「
聖
」を
成
聖
の「
聖
」

と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、「
予
」
は
成
聖
の
弟
子
で
法
住
庵
に
関
係
す
る

僧
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
９
）　
『
伝
法
灌
頂
事
三
宝
院
方

　
　
　
　

』
に
は
「
同
壇
之
時
、
初
夜
護
摩
ハ
上
首
受
者
ノ
分
、
後
夜

ハ
下
﨟
受
者
ノ
為
ナ
リ
、
受
者
一
人
之
時
ハ
初
夜
一
時
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）　

富
田
正
弘
「
観
智
院
宗
宝
の
生
涯
に
み
る
教
学
と
寺
役
」（
中
世
寺
院
史
研
究
会
編

『
中
世
寺
院
史
の
研
究
』
下
、
法
蔵
館
、
一
九
八
八
年
）。

（
11
）　

山
家
浩
樹
「
大
覚
寺
所
蔵
『
伝
受
目
録　

醍
醐
』」（『
室
町
時
代
研
究
』
三
号
、

二
〇
一
一
年
）。

（
12
）　

室
町
期
の
地
蔵
院
流
の
相
承
に
つ
い
て
は
伴
瀬
明
美
「
室
町
期
の
醍
醐
寺
地
蔵
院
」

（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
二
六
号
、
二
〇
一
六
年
）。

（
13
）　

宗
寿
・
宗
承
の
事
績
に
つ
い
て
は
前
掲
注
（
１
）
黒
川
論
文
・
同
報
告
、
櫛
田
良

洪
『
続
真
言
密
教
成
立
過
程
の
研
究
』（
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
七
九
年
）
三
四
七
～

三
五
一
頁
。

（
14
）　

富
田
正
弘「
中
世
東
寺
の
寺
院
組
織
と
文
書
授
受
の
構
造
」（『
資
料
館
紀
要
』八
号
、

一
九
八
〇
年
）
も
参
照
。

（
15
）　

櫛
田
氏
は
応
仁
・
文
明
期
に
は
東
寺
教
学
の
中
心
は
観
智
院
か
ら
宝
輪
院
に
移
っ

た
と
指
摘
し
て
い
る
（
前
掲
注
（
13
）
書
、
三
四
九
頁
）。

（
16
）　

延
文
五
年
の
政
変
に
つ
い
て
は
、
小
川
信
「
清
氏
の
没
落
」（『
足
利
一
門
守
護
発

展
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年
、
初
出
一
九
六
九
年
）、
小
要
博
「
仁
木

義
長
排
斥
事
件
覚
書
」（『
日
本
歴
史
』
三
五
六
号
、
一
九
七
八
年
）。

（
17
）　

紙
背
文
書
③
の
「
守
護
代
」
は
仁
木
頼
勝
の
守
護
代
、
も
し
く
は
渋
川
義
行
の
代

官
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

（
18
）　

渋
川
義
行
の
丹
後
出
陣
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
貞
治
元
年
末
の
山
名
時
氏
討
伐
も

候
補
と
な
る
が
、『
太
平
記
』
巻
三
十
八
「
諸
国
宮
方
蜂
起
の
事
」
に
よ
れ
ば
、
仁
木

頼
勝
は
但
馬
守
護
と
し
て
同
国
で
軍
事
行
動
を
展
開
し
て
お
り
、
頼
勝
の
上
洛
は
想

定
し
が
た
い
。

（
19
）　

山
家
浩
樹
「
相
国
寺
法
住
院
と
法
住
寺
」（『
禅
文
化
研
究
所
紀
要
』
二
八
号
、

二
〇
〇
六
年
）
三
八
一
～
三
八
二
頁
。

（
20
）　

丹
後
佐
野
氏
に
つ
い
て
は
、
功
刀
俊
宏
「
石
清
水
八
幡
宮
領
試
論
」（
鍛
代
敏
雄
・

研
究
代
表
者
『
石
清
水
八
幡
宮
関
係
文
書
の
総
合
的
研
究
』
平
成
十
六
年
度
～
十
八

年
度
基
盤
研
究
Ｃ
―
２
研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
〇
七
年
）、
同
「
丹
後
国
石
清
水
八

幡
宮
寺
領
に
お
け
る
在
地
領
主
の
動
向
」（『
栃
木
史
学
』
二
四
号
、
二
〇
〇
九
年
）。

【
付
記
】
本
稿
は
二
〇
二
一
年
七
月
五
日
に
所
内
で
開
催
し
た
中
間
報
告
会
の
内
容
を
加
筆

修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
ご
意
見
を
賜
っ
た
方
々
に
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。
本
稿
は

二
〇
二
一
年
度
本
所
共
同
利
用
・
共
同
研
究
拠
点
に
お
け
る
一
般
共
同
研
究
、JSPS

科
研

費
（
課
題
番
号17K

13526

・19K
13357

・21H
04356

）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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翻　
　

刻

【
凡
例
】

・ 

翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
現
時
通
用
の
字
体
に
改
め
、
改
行
は
原
則
と
し
て
追
い
込
み

と
し
、
紙
継
目
は
』
で
示
し
た
。
本
文
に
は
読
点
お
よ
び
並
列
点
を
適
宜
加
え
た
。

・ 

文
字
の
欠
損
し
た
箇
所
は
、
字
数
が
明
ら
か
な
場
合
は
□
で
、
明
ら
か
で
な
い
場

合
は
お
お
よ
そ
の
文
字
数
を
計
っ
て

で
示
し
た
。

・ 

抹
消
さ
れ
た
文
字
は
左
傍
に
〻
を
付
し
、
判
読
不
能
の
塗
抹
文
字
は
、
字
数
が
明

ら
か
な
場
合
は
■
で
、
明
ら
か
で
な
い
場
合
は
お
お
よ
そ
の
文
字
数
を
計
っ
て

で
示
し
た
。
重
ね
書
き
は
、
下
に
書
か
れ
た
文
字
を
（
×　

）
で
示
し
た
。

・
翻
刻
者
に
よ
る
人
名
・
地
名
注
は
（　

）、
校
訂
注
は
〔　

〕
で
示
し
た
。

【
延
文
五
年
桂
宮
院
伝
法
灌
頂
私
記
】

大
阿
闍
梨
菩
提
院
道
淵
僧
正

伝
法
灌
頂
私
記
延
文
五
年

十
月
十
日
桂
宮
院
方

　
　

右
、
血
脈
相
承
者
大
略
■
絶
歟
仍
存
知
傍
輩
私
注
加
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

法
印
宗
承
注
加
之
、 

』

桂
宮
院
伝
法
灌
頂
記
堂
上
儀

　
　
　

　
　

 

延
文
五
年
十
月
十
日
甲
午
、　

　
　
　
　

於
広
隆
寺
桂
宮
院
転

　
　

法
輪
寺
、
被
行
伝
法
灌
頂

抑
当

大
ア
サ
リ
法
印
権
大
僧
都
道
御
年
五
十
四
、

当
方
初
度
、　

受
者 

俊
一
上
人
勝
海
、四

十
二
、　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

戒
命
上
人
観
海
、二

十
七
、　

　
　
　
　
　
　

一
、
当
流
伝
来
事

　

 

当
院
開
山
正
人
中
観

上
人

逢
岳
洞
院
親
快
法
印
、
三
宝
院
一
流
極
淵
源
、
面
受
口
決

畢

以
当
院

為
未
来
流
伝
勝
地
畢
、
仍
第
二
長
老
覚
尓
上
人
顕
密
一
統
伝
持
無

差
、
於
此
門
下
顕
密
並
丿
相
承
分
二
人
、
所
謂
専
戒
上
人
海
、

　
　

為
三
論
嫡
弟
、
為

当
院
住
持
、
文
妙
上
人
本
聖
道
、住
仁
和
寺
、

号
尊
寿
院
法
印
、　

為
密
宗
瀉
瓶
、
専
法
流
之
伝
、
於
此
門

下
承
稟
印
璽
者
、
雖
有
数
輩
、
以
宮
内
卿
僧
都
禅
喜
、

　
　
　

・
当
大
阿
闍
梨
耶
和
尚
、

道
淵
、

　
　
　

為
瀉
瓶
嫡
弟
、
而
禅
喜
僧
都
早
世

間
、
前
法
印
和
尚
位
当
正
縁
仁
、

続
絶
興
廃
、
以
当
院
住
持
俊
一
勝
海
、

　
　
　

上
人
為
上
足
、
刷
転
法
輪
寺
道
場
、
当
御
本
堂
、

遂
両
夜
転
法
授
職
了
、予
列
文
妙
上
人
附
法
、承
稟
先
師
僧
都
聖〻
、

　
　

附
属
間
、教
授
・

壇
行
事
以
下
毎
事
致
沙
汰
了
也
、 

』

一
、
同
壇
事

　

 

今
度
御
授
与
依
為
初
度
、
同
壇
事
旧
例
被
尋
之
故
文
妙
上
初
度
無
同
壇
儀
、
其
外

開
山
上
人
等
不
聞
其
例
、
仍
勘
旧
例
、
如
左
、 

』

　

寛
平
法
皇

　
　

真
寂　
　
　

寛
蓮
内
供　
　
　

会
理
僧
都　
　
　

延
敒
僧
都　
　
　

　
　

長
慶　
　
　

玄
照

　
　
　

 

右
六
人
、
延
喜
八
年
五
月
三
日
癸
酉
、
鬼
土
、

滅
門
、於
東
寺
灌
頂
院
伝
受
之
、
大
ア

サ
リ
御
年
四
十
二
、

　

延
敒
僧
都

（
後
補
表
紙
外
題
）

（
後
補
表
紙
見
返
）実

勝
文
永
元
入〔壇
、
下
同
ジ
〕

「
塔
印

（
貼
紙
）

不
開
口
伝
別
在
之
、」

親
快

親
玄
文
永
九
入

道
淵
菩
提
院
大
僧
正

暁
海
俊
一
上
人

中
観
上
人

文
永
十
入

澄
禅

性
融

覚
尓
房

印
玄

文
妙
房

禅
喜

宮
内
卿
僧
都

専
海
上
人
三
論
相
続
嫡
弟

（×

在
）

断

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

（
宝
輪
院
）

（
第
一
紙
）

（
×
□
）

（
×
院
）

（
淵
）

〔
暁
、下
同
ジ
〕

〻
〻
〻

上〻

（〻
×
御
房
） 奉

〔
覚
〕

〻 尽

〻
〻
〻
〻

〻
即

被
定

至

（
性
融
）

ク
ツ
ハ
ミ
ヲ

印
玄
、

（
×
□
）

浴〻
共

之

〻

（
道
淵
）

（
×
興
）

被
〻
〻

（
×
者
也
）（
×
為
）

血
脈

〻
〻

〻
預（
禅
喜
）

〻
〻 （

×
令
奉
行
者
）〻

（
第
二
紙
）

〻
〻
〻
〻
〻

人

有
沙
汰

（
×
右
）

（
第
三
紙
）
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定
助　
　
　

元
方
贈
大
僧
都

　
　
　

 
已
上
二
人
、
延
喜
五
年
醍
醐
如
意
輪
堂
授
之
、
大
ア
サ
リ
于
時
律
師
六
十
七
、

　

観
賢
僧
正

　
　

淳
祐
内
供　
　
　

遍
基　
　
　

一
定
律
師　
　
　

平
遍

　
　
　

已
上
四
人
、
延
長
三
年
二
月
廿
二
日
丙
戌
、
女
、

日
、同
受
之
、

　

寛
空
僧
正

　
　

寛
静
僧
正

　
　

救
世
僧
都

　
　
　

右
二
人
、
天
慶
七
年
六
月
五
日
乙
巳
、
翼
、

木
、伝
受
之
時
、
大
ア
サ
リ
六
十
三
、

　
　
　

師
資
年
凡
僧
、

　

大
僧
都
源
運

　
　

賢
朝　
　
　

慶
海

　
　
　

右
二
人
、
保
元
二

十
一

四
日
、
同
壇
、

　

法
務
寛
信

　
　

行
海　
　
　

念
範

　
　
　

右
二
人
、
長
承
元

十
一

十
七
日
、
同
壇
、

　

大
僧
正
実
賢

　
　

宝
篋
蓮
道
上
人

　
　
　
　　
　
　

覚
智
大
蓮
上
人

　
　
　
　

　
　
　

右
二
人
、
嘉
禄
二

二

九

、
同
壇
、 
』

　
　

已
上
先
例
大
略
可
謂
嘉
例
、
仍
被
許
諾
同
壇
畢
、

一
、
堂
上
一
行
列
事

　

 

今
度
儀
、
為
小
野
方
毎
事
外
儀
法
則
等
依
有
御
斟
酌
、
可
略
職
衆
之
由
、
兼
御
荒

猿
也
、
而
受
者
頻
所
望
間
、
被
催
職
衆
、
被
行
堂
上
儀
者
也
、
凡
小
野
大
略
行
堂

上
儀
、
広
沢
専
雖
為
平
座
儀
、
両
流
共
堂
上
・
平
座
先
規
多
也
、
勘
例
載
左
、
次

有
上
堂
・
還
列
共
行
之
、
又
有
上
堂
、
略
還
列
儀
、
次
同
壇
時
、
受
者
両
人
有
列

立
幷
着
戒
場
哉
否
等
事
、
有
有
不
審
、
相
尋
依
有
一
流
好
、
相
尋
上
醍
醐
公
顕
僧

都
処
、
少
々
出
勘
例
畢
、
左
載
之
、

一
、
有
三
摩
耶
戒
列
無
還
列
事

一
十
弟
子
事

　

 

覚
洞
院
僧
正
、勝
賢
、

　
　
　

寿
永
二
年
、
於
覚
洞
院
被
授
于
真
賢
之
時
、
有
三
摩
耶
戒
列
、

無
還
列
、
堂
上
儀
也
、
職
衆
八
口
、
持
金
剛
衆
六
人
、
讃
衆
二
人
也
、

　

 

同
僧
正
、
文
治
三
年
、
被
授
于
祐
賢
・
任
賢
両
人
之
時
、
有
上
列
、
無
還
列
、
職

衆
八
口
、
持
金
剛
衆
六
人
、
讃
衆
二
人
也
、

　

 

同
僧
正
、
文
治
五
年
、
被
授
于
範
賢
僧
都
之
時
、
有
上
列
、
無
還
列
、
職
衆
八
人
、

持
金
剛
衆
六
人
、
讃
衆
二
人
、

　

 

同
僧
正
、
建
久
二
年
、
被
授
于
良
範
・
円
浄
二
人
之
時
、
有
上
列
、』
無
還
列
、

職
衆
六
口
、
持
金
剛
衆
四
人
、
讃
衆
二
人
、

　

同
僧
正
、建
久
三
年
、被
授
于
良
範
円
宗
遍
法
眼
之
時
、有
上
列
、後
朝
作
法
無
之
、

　

 

前
大
僧
正
、
親
玄
、

　
　
　

嘉
元
々
年
、
於
遍
知
院
被
授
于
親
照
僧
都
之
時
、
有
上
列
、

無
還
列
、
職
衆
六
人
、
持
金
剛
衆
四
人
、
讃
衆
二
人
、

　
　
　

職
衆
八
人
・
六
人
時
、
讃
衆
何
口
乎
事

　

 

持
金
剛
衆
、
讃
衆
口
数
事
、
如
右
載
之
、
但
故
大
僧
正
親
玄
、

　
　
　

被
授
道
承
僧
正
之
時
、

職
衆
十
二
人
、
讃
衆
二
人
也
、
同
僧
正
被
授
于
頼
仲
僧
正
之
時
、
職
衆
十
人
、
讃

衆
二
人
也
、
但
十
口
以
上

ハ
多
分
讃
衆
四
人
・
六
人
等
也
、
可
随
時
宜
歟
、

　
　

已
上
勘
例
如
此
、
仍
今
度
儀
、
有
上
堂
列
、
無
還
列
儀
、
讃
衆
二
口
也
、

　
　
　

有
職
衆
平
座
行
之
事

　

 
覚
洞
院
僧
正
、
勝
賢
、

　
　
　

文
治
五
年
、
於
覚
洞
院
被
授
賢
増
之
時
、
上
列
・
還
列
共

無
之
、
平
座
也
、
職
衆
六
口
、
持
金
剛
衆
四
人
、
讃
衆
二
人
、

　

 

同
僧
正
、
建
久
元
年
、
被
授
海
淵
時
、
三
摩
耶
戒
列
幷
還
列
無
之
、
職
衆
六
口
、

平
座
也
、

　

同
僧
正
、
同
二
年
、
被
授
観
聖
時
、
上
列
・
還
列
共
無
之
、
平
座
也
、
職
衆
六
人
、

於

〔
三
〕

〔
共
為
カ
〕

（
年
）

（
月
）

（
年
）

（
月
）

三
宝
院
流

（
安
達
景
盛
）

（
年
）
（
月
）
（
日
）

（
第
四
紙
）

間〻
〻

毎
事

（
×
行
之
）

（
×
右
）

〻

（
×
□
）

（
×
依
本
寺
）

（
衍
）

〻
〻

（
×
為
当
）

（
×
例
）

（
×
右
）

〻

（
×
□
）

〻
〻
〻
〻
〻

（
五
月
十
七
日
）

（
十
月
十
三
日
）

（
十
二
月
十
七
日
）

（
九
月
四
日
）

（
第
五
紙
）

（
十
月
二
十
八
日
）

〻
〻
〻

（
十
月
）

〔
二
カ
〕

（
×
哉
）

（
×
左
）

（
十
二
月
二
十
一
日
）

（
十
二
月
二
十
三
日
）

（
七
月
二
十
日
）

（
×
人
）
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覚
洞
院
法
印
、
親
快
、

　
　
　

被
授
中
観
上
人
之
時
、
上
列
・
還
列
共
無
之
、
職
衆
六
口
、

平
座
也
、

一 

、
同
壇
時
、
三
摩
耶
戒
道
場

ニ
受
者
二
人
着
座
之
時
、
畳
一
帖
歟
、
又
二
帖
歟
事
、

多
分
一
帖

ニ
二
人
着
座

ス
ル

也
、
寛
信
法
務
長
』
承
元
年

ニ
念
範
・
行
海
二
人

ニ
被
授

之
時
、
一
帖

ニ
二
人
着
座
、
勝
賢
僧
正
文
治
三
年

ニ
被
授
于
祐
賢
・
任
賢
二
時
、

同
一
帖
也
、
仍
近
来
皆
如
此
、

一
、
無
還
列
之
時
、
受
者
外
陣
可
着
座
歟
否
事

　

 

無
還
列
之
時
者
、
受
者
外
陣
着
座

ス
ル

事
無
之
歟
、
同
壇
之
時
ハ
、
上
首
受
者
内

道
場
作
法
畢
後
、
蹔
閑
所

ニ
祗
候
シ
テ
、
今
一
人

ノ
作
法
終

ヲ
相
待

テ
作
法
畢
後
、

入
道
場
、
後
供
養
間

ハ
二
人
共

ニ
堂
内
便
宜

ノ
所

ニ
着
座

ス
、

一
、
同
壇
時
、
還
列

ニ
両
人
連
行
歟
否
事
付
上
列
事

　
　
　
　

　

 

連
行
之
儀
無
之
歟
、多
分
上
首
一
人
立
列
、一
人

ハ
自
閑
所
退
出
也
、近
来
皆
如
此
、

但
寛
信
法
務
被
授
念
範
・
行
海
之
時

ハ
、還

列
・
歎
徳

モ
両
度
被
行
之
了
、
次
、
上

列
之
時

ハ
二
人
連
行
常
事
也
、
其

モ
一
人

ハ
閑
所
ヨ
リ
直

ニ
壁
代
之
内

ニ
入
事
有
之
、

阿
闍
梨

ノ
附
属
物
等
者
、
二
用
意

シ
テ

両
人

ニ
授
与

ル
事
尋
常
也
、
無
還
列
時
者
、

附
属
物
等
堂
内

ニ
テ

授
与

シ
テ

受
者
等
自
後
戸
退
出

ス
ル

也
、 

』

一
、
同
壇
時
、
誦
経
物
幷
諷
誦
文
等
一
通
歟
二
通
歟
事

　

多
分
一
通
也
、
上
首
受
者
諷
誦
許
也
、

　
　
　

已
上
篇
目
者
、
公
顕
僧
都
説
載
之
了
、

　

 

諷
誦
物
等
事
、
任
此
説
、
今
度
用
一
通
了
、
金
剛
王
院
方
流
多
分
用
二
通
云
々
、

仍
依
流
両
説
歟
、

一
、
護
摩
師
事

　

 

阿
闍
可
為
御
兼
帯
之
由
、
御
治
定
処
、
信
海
法
印
、
守
海
法
印
一
流
、
自
清
厳
寺

道
恵
法
印
悉
皆
写
瓶
之
間
、
三
宝
院
方
勤
仕
不
可
有
子
細
、
於
御
当
流
方
者
、
雖

無
其
儀
、
道
教
・
守
海
共
成
賢
余
流
上
者
、
当
其
器
歟
由
、
懇
望
申
間
、
被
免
許

畢
、
次
三
宝
小
野
流
近
来
大
略
護
摩
初
夜
時
、

一
度
、
雖
無
両
度
儀
、
故
文
妙

上
人

幷
先
師
僧
都
記
禄
ニ
分
明
間
、
受
者
両
人
時

ハ
初
後
夜
共
用
護
摩
、
初
夜

上
首
分
、
後
夜
下
﨟
分

ニ
被
相
充
間
、
今
度
被
用
初
後
護
摩
畢
、
■
雖
為
同
壇
不

用
両
度
護
摩
由
、
小
野
輩
一
同
説
也
、
能
々
可
有

研
事
歟
、
先
師
行
事
定
有
所

存
歟
、

一
、
承
仕
事

　

永
命
呼
名常

仁
、観
音
院
沙
汰
預　

尭
命
呼
名

仙
慶
、

　

 

二
人
共
菩
提
院
預
也
、
別
録
事
、
於
小
野
方
雖
無
其
沙
汰
、
広
沢
仁
和
寺
任
法
式

申
子
細
之
間
、
賜
之
畢
、
且
此
事
、
故
了
賢
僧
正
授
与
之
時
、
再
三
有
沙
汰
、
治

定
間
、
難
被
仰
子
細
、
雖
然
有
御
問
答
、
禄
物
減
一
貫
文
、
二
貫
五
百
文
被
下
行

了
、 

』

一
、
十
弟
子
事

　

 

今
度
十
弟
子
御
門
弟
之
内
、
雖
被
相
尋
、
更
無
其
仁
之
間
、
臨
期
及
闕
如
之
間 

■
醍
醐
例
等
、
被
用
広
隆
寺
々
僧
畢
、
所
謂
於
醍
醐
寺
、
多
分
堂
衆
役
、
中
間
上
、

侍
下
歟
、

浄
行

人
、
但
装
束

ハ
黒
袍
・
白
裳
・

、
以
修
学
者
勤
仕
時
者
、
黒
袍
・
裳
・
平
ケ
サ
也
、

於
仁
和
寺
真
乗
院
結
縁
灌
頂
時
者
、
侍
・
禅
僧
所
役
也
、
仍
雖
不
為
仁
和
寺
々
僧
、

用
畢
、
一
人
上
首
、

　
　
　

倫
海
、
一
人
順
覚
已
上
二
人
也
、
共

受
者
三
論
弟
子
三
論
、

　
　
　

之
間
、
召
進
畢
、

一
、
神
供
師
事

　

能
憲
律
師
勤
仕
之
、
雖
非
当
流
寄
、
職
衆
内
依
無
其
器
、
被
令
勤
仕
之
了
、

一
、
職
衆
請
定
事 

』

請
定

　

伝
法
灌
頂
職
衆
事

少
輔
法
印
唄
、 

慈
雲
寺
法
印
護
摩
、

心
蓮
院
大
僧
都
誦
経
導
師
、 

大
蔵
卿
僧
都
散
花
、

民
部
卿
僧
都 
助
律
師
神
供
、

（
第
六
紙
）

〔
人
脱
カ
〕

（
×
畢
）

還
列
時
者
、

（
第
七
紙
）

実
賢

〻
〻
〻
〻

〻
〻

〔
梨
脱
〕〻

〻

用

（
×
□
）

行
用

〔
録
〕

同
壇

〻
〻
〻
〻

（
×
□
）

然
而〻

精

（
×
記
六
）

〔
禄
〕

〻
〻

（
第
八
紙
）

〻
等

〻
〻
〻
〻
〻
〻
〻

被
准 

（
×
醍
）

准（
衍
カ
）

自自（
×
ヨ
リ
）

平
ケ
サ

卿
公

尾
張
公

為

〻
〻

〔
頼
カ
〕

無

（
第
九
紙
）

（
定
澄
）

（
興
雅
）

（
成
聖
）
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已
上
持
金
剛
衆

景
什
阿
闍
梨
讃

　 

了
済
阿
闍
梨

右
、
来
十
日
於
桂
宮
院
可
被
行
伝
法
灌
頂
者
、
職
衆
請
定
如
件
、

　
　
　
　

延
文
五
年
十
月　

日

大
阿
闍
梨
法
印
権
大
僧
都
道

 

』

　

 

請
定
事
、
書
様
異
説
区
也
、
其
旨
如
文
永
等
記
注
、
今
度
貞
応
元
年
成
賢
僧
正
被

授
道
教
僧
都
之
時
請
定
為
本
、
被
出
之
了
、

　

 

年
号
下
行
事
名
字

ヲ
載
事
限
庭
儀
、堂
上
不
載
之
由
、旧
記
分
明
間
、今
度
被
略
了
、

次
役
人
請
定
事
、
庭
儀
時
専
催
堂
上
間
、
略
之
了
、

一
、
鎮
守
読
経
衆
請
定
事 

』

　
　
　
　
　

参
会

　
　
　
　
　
　

巳
一
点

　
　

鎮
守
読
経
衆
事

大
蔵
卿
僧
都
導
師
、

　
　
　　
　
　

民
部
卿
僧
都

助
律
師　
　
　
　
　
　
　

景
什
阿
闍
梨

了
済
阿
闍
梨

右
、
来
十
日
於
鎮
守
可
被
勤
修
之
状
如
件
、

　
　
　
　

延
文
五
年
十
月　

日

【
紙
背
文
書
】

①
五
郎
書
状
封
紙
ウ
ハ
書
（
第
一
紙
）

　
　
　
　
　
　

（
切
封
墨
引
）

　
　
　
　
　
　

御
返
事
ま
い
ら
せ
候
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
郎
よ
り

②
□
雅
書
状
（
第
四
紙
・
第
二
紙
・
第
三
紙
）

　
　
　

猶
々
下
向
候
者
参
候
て
、
さ
の
殿
御
状
を
も
申
入
へ
く
候
、

貴
札
之
旨
、
悦
令
拝
見
候
了
、

抑
丹
州
事
、
渋
川
殿
す
て
に
待
入
之
由
承
及
候
之
間
、
近
日
可
下
向
仕
候
也
、
未
治

定
候
、
若
罷
下
候
者
、
参
候
て
可

御
目
候
、
又
霜
台
ハ

』
晦
日
上
洛
候
、
守
護
事

ハ
未
落
居
候
、
返
々
無
心
元
候
、』
落
居
事
承
及
候
ハ
ヽ
、
不
日
可
申
入
候
、
猶
々

此
御
状
返
々
恐
悦
存
候
、
諸
事
期
面
拝
之
時
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　

十
一
月
四
日 

　
　
　
　

□
雅
（
花
押
）
○
写
真
１

　
　
　

　
　
　

（
切
封
墨
引
）

　
　
　
　

法
住
庵
御
報

　
　　

 

　
　
　
　

□
雅

③
某
書
状
（
第
五
紙
・
第
六
紙
）

　
　
　

御
状
日
付

ハ
明
日
十
二
日
、

　
　
　
　

可
為
日
付
候
、

五
郎
明
日
丹
州
へ
令
下
向
候
、
先
日
御
物
語
候
左
野
殿
御
状
事
大
切
候
、
所
詮
、
若

彼
所

ニ
打
望
候
者
、
自
然
時
可
仰
御
扶
持
由

ヲ
御
状

ニ
委
細
可
被
仰
候
、』
大
将
既
国

中
へ
被
趣
候
之
由
承
及
候
、
大
将

ハ
左
野
殿
城
墎

ニ
可
被
座
之
由
其
聞
候
、
守
護
代

ハ

国
中
へ
可
出
之
由
承
及
候
、
毎
事
自
然
之
時
、
被
入
御
馬
候
へ
と
御
状

ニ
被
載
候
者
、

悦
入
候
、
其
上

ハ
尽
可
』（
後
欠
）

（
淵
）

（
第
十
紙
）

（
十
二
月
二
十
日
）

〻

（
×
伝
）

（
第
十
一
紙
）

（
×
律
師
）

（
佐
野
）

（
義
行
）

懸

（
仁
木
頼
勝
）

〔
佐
、下
同
ジ
〕

（
渋
川
義
行
）
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④
成
恵
書
状
（
第
七
紙
）

（
前
欠
カ
）
属
大
将
御
手
令
下
向
候
、
恒
吉
保
上
事
、
可
渡
給
由
御
約
束
間
、
令

在
国
候
、
国
中
全
分
無
案
内
仁
候
、
自
然
時
者
、
相
構
被
加
御
扶
持
候
者
、
可
為

悦
候
、
且
此
子
細
西
願
殿
辺
へ
も
、
以
便
宜
御
和
讒
可
為
本
望
候
、
其
間
子
細
此

仁
定
令
参
申
候
歟
、
遠
類
之
上
、
旁
難
見
放
子
細
候
間
、
如
此
令
啓
候
、
便
宜
細
々

候
ぬ
と
存
候
間
、
於
今
者
常
可
申
承
之
条
、
生
前
本
望
候
、

一 

、
船
木
庄
事
、
相
構
可
被
懸
御
意
候
、
先
日
逢
御
沙
汰
候
て
、
守
護
令
治
定
候
者
、

可
被
成
奉
書
様
、
落
居
候
者
、
左
様
時
者
可
申
候
、
被
廻
御
思
案
候
者
、
可
悦
入

候
、
事
期
後
信
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

十
一
月
十
二
日　
　
　
　
　
　

成
恵
（
花
押
）
○
写
真
２

　
　
　

⑤
仁
和
寺
菩
提
院
道
淵
書
状
（
第
八
紙
）

（
前
欠
）
候
や
ら
ん
、
可
令
遵
行
給
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

九
月
廿
六
日　
　
　
　
　
　
　

道
淵
○
写
真
３

　
　
　

⑥
某
書
状
（
第
九
紙
）

（
前
欠
）
候
者
、
常
住

ニ
先
可
被
置
候
、
能
物
近
日
無
心
元
候
之
間
、
取
被
出
候
、

又
ヒ
ク
ツ
茶
多
候
者
、
三
袋
許
可
給
候
、
恐
惶
謹
言
、

　
　
　
　

十
一
月
五
日　
　
　
　
　
　
　

□
□
（
花
押
）
○
写
真
４

　
　
　

（
渋
川
義
行
）

〔
常
〕

写
真
１（
紙
背
文
書
②
）

写
真
２（
紙
背
文
書
④
）

写
真
４（
紙
背
文
書
⑥
）

写
真
３（
紙
背
文
書
⑤
）




